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第 １ 章  計 画 の 概 要                    

１．計画の策定趣旨  

平成 7（1995）年 1月の阪神・淡路大震災では、三木市においても死者 1人を含む人的被害

やライフラインの停止など甚大な被害が発生しました。また、平成 23（2011）年の東日本大

震災は、想定外の事態に対する我が国の社会経済システムの脆弱性を浮き彫りにしました。 

近年では、気候変動の影響により豪雨災害が激甚化・頻発化しており、大規模地震（南海ト

ラフ地震等）の切迫性も高まっています。 

国においては、平成 25（2013）年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法」が施行され、平成 26（2014）年に「国土強靭化基本計画」

が策定されました。この計画は平成 30（2018）年の見直しを経て、令和 5（2023）年 7月 28

日には、近年の災害から得られた教訓や社会情勢の変化（デジタル技術の進展、インフラ老

朽化の進行、気候変動リスクの増大など）を踏まえた改定が行われました。この改定後の計

画では、デジタル等新技術の活用による施策の高度化や、地域における防災力の一層の強化

などが新たな展開方向として示されています。 

また兵庫県においては、平成 28（2016）年 1月に「兵庫県強靭化計画」が策定され、その

後令和 2（2020）年 3月に改定されています。 

本市では、令和 3 年 3 月に令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間を計画期間とする「三

木市国土強靭化地域計画」（以下、「本計画」とする。）を策定し、大規模自然災害等が発生し

ても、市民の生命・財産を守り、社会経済活動を機能不全に陥らせない「強くしなやかな三

木市」を築くことを目的として取組を推進しています。国や兵庫県の動向、および本市を取

り巻く災害リスクの変化を受け、これまでの取組を継承しつつ、更なる強靱化を推進するた

め、本計画を改めて策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は、国土強靱化基本法第 13条に基づく「国土強靱化地域計画」です。 

国の「国土強靱化基本計画（令和 5 年 7 月 28 日閣議決定）」および「兵庫県強靱化計画」

との調和を保ちつつ、本市の最上位計画である「三木市総合計画」との整合を図ります。ま

た、「三木市地域防災計画」をはじめとする各分野別計画の指針とします。 

 

３．計画期間 

本計画の期間は、令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までの 5 年間とします。 な

お、社会情勢の変化や施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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４．「国土強靱化地域計画」と「地域防災計画」の関係 

本計画とは別に本市の災害対策に関連する計画として「三木市地域防災計画」があります

が、両計画は以下の通り役割を分担し、相互に連携して災害対策を推進します。 

 

• 三木市地域防災計画: 主に「発災時・発災後」の応急対策や復旧・復興、および災害ごと

の予防対策を中心とした計画です。 

• 三木市国土強靱化地域計画（本計画）: 主に「発災前」を対象とし、最悪の事態（リスクシ

ナリオ）を回避するための予防・事前準備施策を、ハード・ソフトの両面から総合的にまと

めた計画です。脆弱性評価に基づき、優先順位をつけて施策を重点化します。 

 

表 国土強靱化地域計画と地域防災計画の特徴  

 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討の 

アプローチ 

地域で想定される自然災害全般に対

して、起きてはならない最悪の事態

を明らかにし、ハード・ソフトの両分

野を含めた対応方針を策定 

災害の種類ごとに災害予防策・発災

時の応急・復旧対策、復興計画を策定 

 

対象となる

段階 

発災前を対象に、予防策や復旧・復興

の事前準備が中心 

発災前の災害予防策も含みつつ、主

に発災時、発災後の対応が中心 

施策の設定

方法 

脆弱性（弱点）評価、リスクシナリオ

にあわせて施策を設定 
－ 

施策の重点

化の有無 
あり なし 

 

 

  



3 

 

第 ２ 章  三 木 市 の 概 況                  

１．自然的状況 

（１）地形 

本市は、一級河川加古川の支流である美嚢川流域の沖積平野、洪積台地及び丘陵から成り

立ち、全般的になだらかな地形を呈する内陸の都市です。中央部は、美嚢川が東から西に流

れて沖積平野を構成し、流域には河岸段丘が発達しています。東北部は、標高 100～280ｍの

丘陵地であり、美嚢川、志染川、小川川によって吉川、志染、細川の各丘陵に分断され、稜線

と谷線が入り組んだ地形を形成しています。南西部は、明石市から神戸市西部及び加古郡に

かけて広がる標高 50～100ｍ の東播台地の一部である明美丘陵にあたります。東南部は、帝

釈・丹生山系が迫り、比較的急峻な地形を形成しています。 

 

（２）地質 

本市の地質は、火成岩の一種である流紋岩類と、堆積層である神戸層群・大阪層群・更新

世段丘層・現世層からなっています。 

流紋岩類は、播磨平野一円に小山塊・丘陵を形づくっており、中世代白亜紀後期に兵庫県

から中国地方にかけて盛んとなった火山活動によって噴出した火山岩で、神戸市の裏六甲か

ら市域東南隅にかけて横たわる帝釈山地を構成するほか、市域北西端の正法寺山の丘陵等一

部地域に分布しています。 

神戸層群・大阪層群・更新世段丘層・現世層等の堆積層は、市の大部分を占めており、東部

には、凝灰岩、砂岩を主とする神戸層群、西部には、砂や礫を主とする大阪層群が分布する

傾向を示しています。また、更新世段丘層や現世層は、美嚢川や志染川等河川沿いの低地に

分布しています。 

 

（３）気象状況 

本市の気候は、気候区分で分けると瀬戸内海型に属しており、年間の降雨量は比較的少な

く、内陸部であるため冬夏の寒暖の差が大きく、風は弱い傾向にあります。 神戸海洋気象台

三木地域観測所の平成３（1991）年から 令和２（2020）年の 30 年間の状況をみると、日平

均気温が 15.1℃、年間降水量の合計値は 1,226mm となっています。  
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２．社会的条件 

（１）人口の推移と将来人口 

本市の人口は、ニュータウン開発等により昭和 40 年代から急激に増加し、平成 9（1997）

年 10 月末にピークとなる 88,232 人を記録しました。しかし、その後は若者世代の流出や少

子化による自然減などにより減少局面に転じており、国勢調査によると令和 2（2020）年には

75,294 人となっています。 

将来人口について、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計（2018 年推計）では、

このまま推移すると令和 17（2035）年には 6万人を割り込み、令和 42（2060）年にはピーク

時の半分以下となる 39,885 人まで減少すると予測されています。また、高齢化率は令和 42

（2060）年には約 45％に達すると見込まれます。 

こうした状況に対し、本市では「三木市人口ビジョン」を策定し、令和 42（2060）年にお

いて人口 5万人を維持することを目標としています。 
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（２）土地利用 

本市は、『金物のまち』として発展するとともに、郊外住宅都市としての性格も強まり、宅

地は市域面積の 8.4％で、年々増加傾向にあります。また、農地の基盤整備も進んでいること

から、平成 27（2015）年の土地利用では、山林が 23.7％、田・畑が 17.6％と多く、あわせて

市域面積の約４割を占めています。また、ゴルフ場も 11.4％と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光施設では、三木ホースランドパークを整備し、道の駅みきや吉川温泉よかたん、山田

錦の館を含む道の駅よかわが建設されています。民間企業によるものとしては、25のゴルフ

場の他、平成 28（2016）年にはグリーンピア三木の跡地に民間企業による運営のネスタリゾ

ート神戸がオープンしています。 

その他、平成７（1995）年１月 17日の阪神・淡路大震災の教訓を受け、兵庫県により三木

市東部に広域防災拠点「三木総合防災公園」が整備されており、災害時における国の分散備

蓄拠点としても位置づけられています。 

 

  

出典：三木市都市計画マスタープラン 
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畑, 1.7%
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雑種地（ゴルフ場）, 11.4%

雑種地（遊園地など）, 1.9%

雑種地（鉄軌道）, 0.1%

雑種地（その他）, 3.7%

その他, 28.4%

土地利用（2015年）
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（３）道路網 

本市には、国土幹線軸である中国自動車道、山陽自動車道、舞鶴若狭自動車道が通るとと

もに、東播磨道の整備が進んでいます。また。市内には、三木東インターチェンジ、三木・小

野インターチェンジ、吉川インターチェンジがあり、陸上交通の要衝であるといえます。 

また、幹線道路の軸である国道 175 号・428 号をはじめ、主要地方道及び一般県道が市内や

隣接市町と連絡しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三木市都市計画マスタープラン 
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（４）住宅 

１）大規模戸建住宅団地の状況 
本市における大規模戸建住宅団地は、1965（昭和 40）年〜1980（昭和 55）年頃に開発さ

れた、自由が丘地域、緑が丘地域、その後に開発された青山地域に整備されています。 

自由が丘地域や緑が丘地域は、入居開始から 50年以上経過しており、人口減少、高齢化

が進行しています。 

 

表 市内の大規模戸建住宅団地の開発概要 
地域名 施行面積（ha） 事業開始 事業完了 入居開始 

自由が丘 230 昭和 40 年 昭和 55 年 昭和 44 年 

緑が丘 136 昭和 45 年 昭和 51 年 昭和 46 年 

青山 181 昭和 58 年 平成元年 昭和 60 年 

注：自由が丘の入居開始年は市政 50 周年のあゆみによる 
出典：三木市都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：三木市都市計画マスタープラン 
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２）旧市街地 
旧市街地内の福井１・２・３丁目、本町１・２・３丁目、府内町、芝町には狭あい道路が

多く、古い木造住宅が密集した防災街区課題地域があります。これらの地区には、歴史的

な町並み等の地域固有の資源も残されています。 

 

表 防災街区課題地域の位置と規模 
 地区 面積 

防災街区課題地域 

福井１・２・３丁目 

本町１・２・３丁目 

府内町、芝町 

69.1ha 

 

 

 

 

出典：東播都市計画防災街区整備方針 
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（５）産業別総生産 

１）産業別総生産（付加価値額）の構成 

本市は「金物のまち」として発展してきた歴史的背景を持ち、製造業を中心とした産業

構造を有しています。 令和 3（2021）年の経済センサス-活動調査に基づき、市内企業の

付加価値額（企業単位）を産業別にみると、「製造業」が全体の 28.2％と最も高い割合を

占めており、次いで「卸売業、小売業」が 24.0％、「医療、福祉」が 20.6％となっていま

す。 

本市の特徴として、製造業が雇用者数・売上高・付加価値額のそれぞれにおいて全体の

約 4分の 1を占めており、地域経済の基盤となっている点が挙げられます。また、製造業

と関連の深い卸売業も多くの付加価値を創出しており、製造から流通までの一貫した産業

集積が地域の強みとなっています。 

 

※出典：令和 3 年経済センサス-活動調査（兵庫県三木市基本計画（第 2 期）より引用） 

 

  ２）第二次産業の内訳（製造業の構造） 

本市の第二次産業の中核を担う製造業の内訳（付加価値額ベース）をみると、「金属製

品製造業」が 39.1％と突出して高く、次いで「生産用機械器具製造業」が 28.6％を占め

ており、この 2業種で製造業全体の約 7割を占めています。 

特に金属製品製造業は、事業所数においても製造業全体の約 4 割（84事業所）を占め

るなど圧倒的な集積を誇ります。また、製造品出荷額の割合（約 12％）に対して付加価

値額の割合（約 40％）が極めて高いことが特徴であり、これは「三木金物」のブランド

力と高度な加工技術により、高付加価値な製品が生み出されていることを示しています。 

 

 

※出典：令和 3 年経済センサス-活動調査（兵庫県三木市基本計画（第 2 期）より引用） 
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３．災害の履歴 

（１）地震災害 

１）地震災害の履歴 
兵庫県下において震度５以上を観測したと推計される地震は次のとおりで、南東部地域

での頻度が高くなっています。20世紀では、北但馬地震（死者 425 人、負傷者 806 人）、

南海地震（死者 50 人、負傷者 69 人）、兵庫県南部地震（死者 6,434 人、負傷者 43,792

人）での被害が大きくなっています。 

表  兵庫県のいずれかに震度５以上を与えたと推定される地震 

No. 発生年月日 
震央 規模 

名称 
Ｅ Ｎ (ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ) 

1  599 年 5 月 28 日（推古 7 年 4 月 27 日）  － － 7.0   

2  701 年 5 月 12 日（大宝 1 年 3 月 26 日） 135.4 35.6 7.0   

3  745 年 6 月 5 日（天平 17 年 4 月 27 日）  136.5 35.4 7.9   

4  827 年 8 月Ｈ日（天頂 4 年 7 月 12 日） 135.6 35.0 6.5～7.0   

○5  868 年 8 月 3 日（貞観 10 年 7 月 8 日） 134.8 34.8 7.1   

○6  887 年 8 月 26 日（仁和 3 年 7 月 30 日） 135.0 33.0 8～8.5   

7  938 年 5 月 22 日（承平 8(天慶 1)年 4 月 15 日） 135.8 35.0 6.9   

8 1096 年 12 月 17 日（嘉保 3(永長 1)年 11 月 24 日） 137.3 34.2 8.4   

9 1361 年 8 月 3 日（正平 16 年 6 月 24 日）  135.0 33.0 8.4   

10 1449 年 5 月 13 日（天安 6(宝徳 1)年 4 月 12 日） 135.6 35.0 5¾～6.5   

11 1498 年 9 月 20 日（明応 7 年 8 月 25 日） 138.0 34.0 8.2～8.4   

12 1510 年 9 月 2 日（永正 7年 8 月 8 日） 135.6 34.6 6.5～7.0   

13 1579 年 2 月 25 日（天正 7 年 1 月 20 日） 135.5 34.7 6.0   

14 1596 年 9 月 5 日（文禄 5(慶長 1)年 7 月 13 日） 135.6 34.7 7 ½   

15 1662 年 6 月 16 日（寛文 2 年 5 月 1 日） 136 35.2 7.6   

16 1707 年 10 月 28 日（宝永 4 年 10 月 4 日） 135.9 33.2 8.4 宝永地震 

17 1751 年 3 月 26 日（寛延 4(宝暦 1)年 2 月 29 日） 135.8 35.0 5.5～6.0   

18 1854 年 12 月 23 日（嘉永 7(安政 1)年 11 月 4 日） 137.8 34.0 8.4 安政東海地震 

19 1854 年 12 月 24 日（嘉永 7(安政 1)年 11 月 5 日） 135 33.0 8.4 安政南海地震 

○20 1864 年 3 月 6 日（文久 4(元治 1)年 1 月 28 日) 134.8 35.0 6¼   

21 1891 年 10 月 28 日（明治 24 年） 136.6 35.6 8.0 濃尾地震 

○22 1916 年 11 月 26 日（大正 5 年） 135 34.6 6.1   

○23 1925 年 5 月 23 日（大正 14 年） 134.8 35.6 6.8 北但馬地震 

○24 1927 年 3 月 7 日（昭和 2年） 135.2 35.5 7.3 北丹後地震 

○25 1943 年 9 月 10 日（昭和 18 年） 134.1 35.5 7.2 鳥取地震 

26 1946 年 12 月 2 日（昭和 21 年） 135.6 33.0 8.0 南海地震 

○27 1949 年 1 月 20 日（昭和 24 年） 134.5 35.6 6.3   

28 1952 年 7 月 18 日（昭和 27 年） 135.8 34.5 6.8 吉野地震 

29 1961 年 5 月 7 日（昭和 36 年） 134.4 35.1 5.9   

30 1963 年 3 月 27 日（昭和 38 年） 135.8 35.8 6.9 越前岬沖地震 

31 1984 年 5 月 30 日（昭和 59 年） 134.6 35.0 5.6   

◎32 1995 年 1 月 17 日（平成 7 年） 135 34.6 7.3 兵庫県南部地震 

（注)○は県内のいずれかに震度 6 以上を与えたと推定される地震 

◎は県内のいずれかに震度 7 以上を与えた地震   出典：三木市地域防災計画 
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２）阪神・淡路大震災における被害状況 

阪神・淡路大震災は、平成７（1995）年１月に淡路島北部を震源とし、大都市地域を直撃

したマグニチュード 7.3 の直下地震で、破壊された断層付近で非常に大きな揺れを生じ、

本市を含む阪神地域から神戸市及び淡路島に甚大な被害をもたらしました。震災は、全体

で死者は 6,434 人、負傷者 43,792 人に及ぶ等、関東大震災以来の国内最大の被害となっ

ています。 

 

【阪神・淡路大震災の概要】 

発生日時 平成７（1995）年１月 17 日（火）５ 時 46 分 

震源地 北緯 34 度 35.7 分、東経 135 度 02.2 分 深さ 16km 

震央地 淡路島 

規模 マグニチュード 7.3 

 

【本市の被害状況】 

本市における被害の概要は、次表のとおりである。 

区分 被害 備考 

人的被害 

死者 1 人 

平成 7（1995）年 10 月 31 日現在 行方不明 0 人 

負傷者 19 人 

避難者 100 人 平成 7（1995）年 1月 22 日（3箇所） 

建物被害 

住家全壊 25 棟 

平成 13（2001）年 3月 31 日現在 住家半壊 94 棟 

住家一部損壊 4,994 棟 

非住家全半壊 29 棟 倉庫、店舗等 

火災発生 1 件   

ライフライ

ン等被害 

水道断水 10,070 戸 1/20 全面復旧 

ガス停止 12 戸 1/18 全面復旧 

電気停電 16,194 戸 1/17 全面復旧 

鉄道不通 1 月 17 日不通 
神鉄粟生線 1/19 市内復旧（6/21 全面復旧） 

三木鉄道 1/17 全面復旧 

道路通行止め 
市道福井線 

1 箇所 
7/27 全面復旧 

その他被害 

道路（市道） 49 箇所 平成 7（1995）年 10 月 31 日現在 

公園 29 箇所 

溜池 46 箇所 

学校 13 箇所 

市民病院 1 箇所 

上水道施設 77 箇所 

出典：三木市地域防災計画 
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（２）風水害等の履歴 

１）風水害等の発生状況（三木市内に大きな被害を与えた主な風水害） 
 
表 風水害等の発生状況 
 

  

水害状況 

雨量 
人的被害 家屋被害 

道路 

崩壊 

ｍ 

橋梁 

流失 

堤防 

溜池 

決壊 死者 
負傷 

者 

行方 

不明 
全壊 半壊 流失 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

梅雨前線豪雨 

(S7.7.1～2) 
30 28 3 10 24 53 105 2,091 135 6 26 146 

秋雨前線豪雨 

(S20.10.8) 
11           1,600 3,140   13     

梅雨前線豪雨 

(S36.6.26～27) 
1     1 8   4 47   2 14 (345) 

梅雨前線豪雨 

(S37.6.9～14) 
            2 30       188 

秋雨前線豪雨 

(S40.9.10～16) 
1 37   73 156   24 732 251 2 17 

430 

(514) 

梅雨前線豪雨 

(S47.6.7～8) 
  1     1   10 349 72 1 

農業用施設

の被害 

360 

116 

(154) 

梅雨前線豪雨 

(S53.6.16) 
              33       

90 

(112) 

低気圧大雨 

(S63.6.3) 
              8 28     

127 

(162) 

大気不安定大雨 

(S63.8.20) 
            8 71 16     

110 

(55) 

台風 23 号 

(H16.10.20) 
1 3     55   

41 

(一部

損壊

含） 

94 

冠水 

18 箇所 

土砂堆積 

9 箇所 

  

農業用施設

の被害 

53 

水没農地 

195ha 

215 

台風 11 号 

(H26.8.11) 
            1   

冠水 

14 箇所 

道路崩壊

49 件 

  

農業用施設 

121 件 

水没農地 

227 件 

241 

台風 11 号 

(H27.7.17) 
            1 5 

冠水 

7 箇所 

道路崩壊

22 件 

  

農業用施設 

39 件 

水没農地 

19 件 

303 

平成 30 年 7 月

豪雨 

（H30.7.5～8） 

   1    5 
道路破損 

89 件 
 
農業用施設 

284 件 
399.5 

 

※雨量の（ ）は吉川調べ 

 
  出典：三木市地域防災計画 
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２）特異火災の発生状況 
昭和７（1932）年７月に発生した住宅火災の被害は、り災世帯８戸、焼失棟数 24 棟であ

り、本市における過去最大の被害を出した大火災となりました。 

 また、昭和 42（1967）年 11 月には、アセチレンガスの爆発により工場が焼失するとい

う特異な火災も発生しています。 

 

建物 

年月日 
覚知 

時刻 
場所 

火元名称 

実態 
原因 

焼損 

棟数 

り災 

世帯 
気象状況 備考 

S7.7.21 AM1:00 三木市志染町戸田 物置 不明 24 8 異常乾燥   

S8.1.11 AM6:00 三木市久留美門前  納屋 
かまどの 

不始末 
8 4 

北西の強

風 
  

S41.9.13 AM2:10 三木市細川町豊地 
小学校 

教育施設 
不明 2 － くもり   

S42.11.16 AM6:08 三木市加佐川の上 
工場鋳造場

入口 

アセチレンボ

ンベの爆発 
1 － はれ   

S48.8.11 AM0:30 
三木市緑が丘町東 3

丁目 
居間 不明 1 1 はれ 焼死 4名 

S52.1.13 PM11:10 三木市別所町高木 物置 煙突 3 1 
異常波浪 

異常乾燥 
焼死 2 名 

S54.9.6 AM1:00 三木市加佐 居間 不明 1 1 はれ 焼死 4名 

H12.3.6 PM8:35 三木市志染町三津田 工場 不明 1 － はれ   

H24.3.28 PM7:52 三木市福井 1 丁目 住居 不明 5 3 くもり 焼死 1名 

H28.2.11 AM6:47 三木市本町 3 丁目 住居 石油ストーブ 3 2 乾燥 焼死 1名 
 

林野 

年月日 
覚知 

時刻 
場所 

火元名称 

実態 
原因 消失面積 気象状況 

S25.4.16 正午 三木市志染町大谷 山林 炭焼き不始末 45ha 北西の強風 

S52.3.12 PM1:40 
三木市志染町四合谷

字長尾 
林野 塵焼きの火 30ha 

西の強風 

異常乾燥注意報 
 

その他 

年月日 
覚知 

時刻 
場所 

火元名称 

実態 
原因 消失物 気象状況 

S59.5.8 PM9:06 三木市別所町下石野 物置場 不明 古タイヤ約 2 万本 異常乾燥 

H5.11.15 PM2:32 
三木市吉川町金会 

中国道上り 41ＫＰ 

車両火災

（タンクロ

ーリー） 

排気管 

セミトレーラー型タ

ンクローリー（容量

20KP） 

はれ 

H10.9.6 PM1:20 三木市別所町興治 廃車置場 放火の疑い 廃車約 250 台 くもり 

H18.2.18 AM4:52 

三木市吉川町吉安 

中国道上り 42.8Ｋ

Ｐ 

大型貨物自

動車 

ブレーキ（ラ

イニング） 

大型貨物自動車及び

劇薬物（モノクロル

酢酸）負傷者 5 名

（化学熱症） 

はれ 

H18.12.13 

PM11:21

（14 日

AM7:40

鎮火） 

三木市別所町興治 資材置場 不明 
化学製品スクラップ

200ｔ 
くもり 

 
出典：三木市地域防災計画 
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４．地震の想定 

（１）山崎断層帯（主部北西部）・山崎断層帯（主部南東部）・草谷断層３連動地震 

三木市地域防災においては、本市の地震として、山崎断層帯（主部北西部）と山崎断層帯

（主部南東部）、草谷断層の３連動地震を想定しています。地震規模は、マグニチュード 8.0 

最大震度７と想定しています。 

 

１）断層の位置と規模 
断層の位置は次の図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 30 年以内の発生確率（令和 6年１月） 

       山崎断層 主部北西部：0.1％～1％   主部南東部：ほぼ 0％～0.01％ 
 

出典：三木市地域防災計画 

 

２）震度分布 

本市における震度は、三木、三木南、別所、自由が丘、緑が丘のほぼ全域及び青山の一部

が震度７、他のほとんどの地域が震度６強になることが想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：三木市地域防災計画 
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３）液状化 

本市では、特に美嚢川等の河川沿いは、砂の堆積によって形成されていることに加え、

地下水位も高いため、液状化の可能性は高くなっています。また、盛土等により開発され

た地域では、局地的に液状化が発生する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三木市地域防災計画  

 
４）木造家屋被害 

三木、別所、自由が丘及び緑が丘では、250ｍ×250ｍメッシュ内で 10 棟以上の全壊が発

生することが想定されています。 
 

  出典：三木市地域防災計画    
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５）火災被害 

火気使用率が最も高い夕方に地震が発生した場合は、三木地区、三木南地区、別所地区、

自由が丘地区、青山地区において火災が発生することが想定されています。 
 

    出典：三木市地域防災計画 

 

 

６）建物及び人的被害想定 
①人的被害  

死傷者は早朝のケースに最も多くなると想定され、市全体では死者約 600 人、負傷者

約 1,200 人と想定されています。また、避難所生活者数も最大で約 11,000 人となると想

定されています。 
 

②建物被害  

建物被害は、木造建築物の全壊が全体の約 32％、非木造建築物の全壊が全体の約 18％

であり、多くの家屋で被害の発生が想定されています。 
 

③火災  

出火件数は夕方のケースが最大で約 13 件の市街地延焼に至る出火があり、延焼被害は

約 447 棟の発生が想定されています。 

 

 

 

 

  



17 

 

表 被害想定（山崎断層帯主部＋草谷断層  Ｍ-８ 最大震度７）  

地区 

  

  

世帯数 人口 

建物被害 
出火・延焼 

被害 
人的被害（早期） 避難生活者 

（在宅避難者

を含む） 

*1.2 

（人） 

全壊 

（棟） 

半壊 

（棟） 

出火 

件数 

（件） 

消失 

棟数 

（棟） 

死者 

（人） 

重傷者 

（人） 

負傷者 

（人） 

避難所 

生活者 

（人） 

三木

地区 

美嚢川左岸 4,564 9,392 2,539 894 1 1 139 109 161 1,598 1,910 

美嚢川右岸 5,087 10,754 1,731 1,011 3 165 83 81 187 1,649 1,970 

三 木 南 地 区 2,714 6,193 1,077 553 2 3 47 41 95 860 1,030 

別 所 地 区 2,795 6,284 1,752 1,210 2 44 91 55 114 1,010 1,210 

志 染 地 区 1,085 2,490 785 568 0 0 37 16 43 348 410 

細 川 地 区 847 1,867 652 458 0 0 32 12 31 259 310 

口 吉 川 地 区 700 1,604 488 254 0 0 20 10 24 223 260 

緑 が 丘 地 区 4,211 8,973 581 755 0 0 25 33 118 1,130 1,350 

自由が丘地区 7,146 15,808 2,195 499 4 230 89 150 319 2,529 3,030 

青 山 地 区 2,239 5,676 204 182 1 4 5 15 44 624 740 

吉 川 地 区 2,852 6,842 1,004 667 0 0 39 21 67 772 920 

計 34,240 75,883 13,008 7,051 13 447 607 543 1,203 11,002 13,140 

※三木南地区については、福井、さつき台、小林、広野地区としている。 

出典：三木市地域防災計画 

 

７）ライフラインの被害想定 
①道路  

県道 20 号（加古川三田線）、38号（三木三田線）、513 号（三木環状線）等で被害が生

じることが想定され、損壊等の道路施設全体の被害箇所数は約 25箇所発生することが想

定されています。 
 

②鉄道  

市内の区間で 52箇所の被害箇所が生じることが想定されています。 
 

③上水道  

地震発生直後は、市のほぼ全世帯で断水となり、復旧には約２ヶ月を要すると想定さ

れています。  
 

④下水道  

約 16％の管が被害を受け、復旧には 3.5 ヶ月程度を要することが想定されています。  
 

⑤都市ガス  

発災直後から約１ヶ月間は全世帯で機能支障が出るものと想定されています。  
 

⑥電力  

発災直後はほぼ全域で停電し、１週間後でも約半分の地域に電力供給支障が生じてい

ると想定されています。  
 

⑦電話  

 固定電話の使用不能人口は、発災直後で１割強となることが想定されています。 
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   表 ライフライン被害想定   
被害想定項目 想定内容 単位 被害想定 

交通施設 
道路 

被害箇所 箇所 
25 

鉄道 52 

ライフライン 

（発災１日後） 

上水道 
被害箇所 箇所 2,024 

断水人口 人 70,343 

下水道 
被害延長 箇所 8.96 

支障人口 人 11,094 

都市ガス 供給支障世帯 
世帯 

11,508 

電力 停電世帯 34,240 

通信 支障人口 人 10,623 
 

出典：三木市地域防災計画    

 

 

（２）南海トラフ地震に対する地震防災対策推進区域 

南海トラフ地震防災対策特別措置法第３条第１項に基づき指定された兵庫県内の地震防災

対策推進地域の区域は下表のとおりで、本市も指定されています。 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月 31 日内閣府告示第 21 号 

 

 

  

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、

赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東

市、たつの市、加古郡及び揖保郡の区域 
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５．想定するリスク 

三木市地域防災計画において、本市で想定する自然災害としては次の通りとなっており、

本計画においても、これに準じます。 

 

（１）地震による被害 

本市は、南海トラフ地震防災対策特別措置法第３条第１項に基づき指定された地震防災対

策推進地域に指定されています。 

また、山崎断層帯（主部北西部）と山崎断層帯（主部南東部）、草谷断層の３連動地震が発

生した場合に想定されている規模（マグニチュード 8.0、最大震度７）の地震に対する対策を

検討します。 

 

（２）台風や集中豪雨等異常降雨による災害 

台風の接近・通過、前線の活発化に伴う集中豪雨及びゲリラ豪雨により、河川氾濫、浸水

及び土砂災害等の災害発生が想定されることから、これらに対する対策を検討します。 

 

１）河川氾濫、浸水 
本市の市街地は、美嚢川等に開析された平地部（氾濫平野）に形成されており、河川沿

いは一様に浸水の可能性があります。なお、洪水時の堤防の決壊箇所は、一般的には、河

川の屈曲部、河川勾配変化点、河川の合流点付近であり、これらの箇所には特に注意が必

要であり、浸水に伴う人的被害、物的被害が想定されます。  

過去に起こった災害のうち、最も浸水被害量が大きかったのは昭和 20（1945）年 10 月の

秋雨前線となっています。 

直近の浸水被害としては、平成 30年７月豪雨による被害があります。 

 

２）土砂災害 
土砂災害は山地、丘陵地、台地部と平地部の境界部分に発生しやすく、台風や集中豪雨

により誘発されるおそれがあり、人家への直接的な被害や交通網の途絶等が想定されます。  

兵庫県は、土砂災害により住民の生命や身体に危害が生ずるおそれがあると認められる

土地等の区域を、その現象の違いにより３つに分類し、土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域として指定しています。 

・土石流：岩屑が水と混合して、土砂の流れとなり谷や渓床に流下  

・急傾斜の崩壊：山地斜面の崩壊等 

・地すべり：山自体が塊で滑り落ちる 

本市においては、土砂災害特別警戒区域が 152 箇所、警戒区域が 299 箇所（令和 7（2025）

年 10 月現在）指定されており、これらに対する対策についても検討します。 
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３）風害 
強風による被害としては、飛来物による人的、物的被害が考えられますが、その災害規

模は想定が困難です。 

市域においては、強風による過去の災害は少ないものの、今後想定され得る風害は台風

に伴うものが考えられます。台風の進路の東側は特に風が強いことから、大型の台風が市

域の西側を通る時には、風害が起こることを想定し、これらに配慮した対策をとる必要が

あります。 

また、近年局所的な竜巻が頻繁に発生していることから、竜巻に対する対策についても

検討します。 

 

（３）大規模な火災による災害 

本市では、家屋が密集している地域での火災の発生による延焼等の危険性、墓参りの火の

不始末やあぜ焼き等からの延焼による林野火災の危険性を想定し、これらに対する対策につ

いても検討します。 

また、本市は『金物のまち』であることから、危険物や高圧ガスを使用する設備が多数あ

り、これらの危険物等に対する対策についても検討します。 
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第 ３ 章  国 土 強 靱 化 の 基 本 的 な 考 え 方            

１．基本目標 

本計画の基本目標としては、国・県の基本目標との調和を図り、次の４つを掲げて関連施

策を実行し、本市の強靱化を推進します。 

【基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事前に備えるべき目標 

基本目標の達成に向けて、事前に備えるべき事項は次の通りです。 

 

事前に備えるべき目標 

① あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を
確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑤ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の
被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

⑥ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

  

１．人命の保護を最大限図ること 

２．市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

３．市民の財産及び公共施設に係る被害を最小化すること 

４．迅速に復旧復興すること 
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第 ４ 章  強 靱 化 に 向 け た 現 状 と 課 題 （ 脆 弱 性 評 価 ）      

１．リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

本市で想定されるリスクとして第２章の５で示した、地震、台風や集中豪雨等の異常降雨

による河川氾濫・浸水、土砂災害、風害、大規模な火災による災害や、本市の状況を踏まえ、

本市のリスクシナリオ（起きてはならない事象）を次に示します。 

 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

１.あらゆる自然災害に対し、
直接死を最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の
複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 
地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死
傷者の発生 

1-3 
突発的又は広域的な洪水、長期的な市街地等の浸水やため池・防災
インフラの損壊・機能不全による多数の死傷者の発生 

1-4 土砂災害等による多数の死傷者の発生 

２.救助・救急、医療活動が迅
速に行われるとともに、被
災者等の健康・避難生活環
境を確実に確保することに
より、関連死を最大限防ぐ 

2-1 
消防・救急等の被災による救急・救助活動における消防力の絶
対的不足 

2-2 
医療施設、高齢者福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、院
内・施設内感染の発生、エネルギー供給の途絶による医療・福
祉機能の麻痺 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被
災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・
エネルギー供給の停止 

2-5 
想定を超える大量の帰宅困難者や高速道路閉塞時の避難困難
乗員等の発生、混乱 

2-6 
自然災害と感染症との同時発生による被災地及び医療施設、要
配慮者利用施設等における災害対応機能の大幅な低下 

３．必要不可欠な行政機能は確
保する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

４．経済活動を機能不全に陥ら
せない 

4-1 
サプライチェーンの寸断、エネルギー供給の停止等による企業
活動の低下 

4-2 金物産業等の重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

4-3 食料等の安定供給の停滞 

4-4 
異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影
響 

4-5 農地・森林等の被害による市土の荒廃 

５．情報通信サービス、電力等
ライフライン、燃料供給関
連施設、交通ネットワーク
等の被害を最小限に留める
とともに、早期に復旧させ
る 

5-1 
災害時に活用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、
情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事
態 

5-2 電力やガス等の長期間にわたるエネルギー供給の停止 

5-3 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5-4 
山陽自動車道の分断等、内陸の基幹・地域交通ネットワークの
機能停止による物流・人流への甚大な影響 

６．社会・経済が迅速かつ従前
より強靱な姿で復興できる
条件を整備する 

6-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に
遅れる事態 

6-2 
貴重な文化財や環境的資産の喪失等による有形・無形の文化の
衰退・損失 

７．独自シナリオ 7-1 地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興の遅れ 
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２．強靱化に向けた現状と課題（脆弱性評価） 

本市のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）ごとに現状を把握し、課題を明ら

かにします。 

 

1．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

1-1．大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊によ

る多数の死傷者の発生 

（１）公共建築物の耐震化 

・ 市有建築物は、用途廃止予定施設を除き、耐震化が完了しています。今後は、市民ニー

ズや将来人口規模との適合性、財政状況等を踏まえ、施設の廃止や長寿命化を図る必要

があります。 

・ 市営住宅についても耐震化が完了していますが、本計画期間内に耐用年数を迎える建物

があるため、計画的に廃止、長寿命化を図る必要があります。 

・ 市民活動センターについては、耐震化できていない状況にありますが、今後 5 年程度を

目途に他施設との複合化を予定しており、現建物については廃止の方針となっています。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物及び不特定多数が集まる大規模建築物等の耐震化 

・ 現状では、緊急輸送道路沿道の建築物の把握を実施しておらず、災害時の安全確保等の

観点から、耐震改修促進法に基づき、緊急輸送道路や市が指定する避難路沿道における

一定規模以上の建築物について耐震状況の把握を行う必要があります。 

・ 不特定多数が集まる大規模施設については、耐震診断結果の報告が義務づけられており、

本市では三木山陽病院、コープ志染、HOTEL THE PAVONE（ネスタリゾート神戸内）、自由

が丘小学校、広野小学校、志染小学校、緑が丘東小学校、三木中学校、緑が丘中学校が

該当していますが、いずれも耐震基準を満たしています。 

・ 就学前教育・保育施設の耐震化については、平成 23 年に市内の認定こども園の耐震診断

を実施し、基準を満たしていない施設については一斉に改修を実施しました。当時耐震

基準を満たした施設については、改修工事を実施しないまま現在老朽化が進んでおり、

計画的に耐震化の向上を図る必要があります。 

（３）住宅の耐震化 

・ 住宅の耐震化率は 83.6％（令和 7（2025）年時点）となっており、三木市住宅耐震化促

進事業による耐震改修工事等への補助金の交付を実施しています。三木市耐震改修促進

計画に基づき、目標達成に向けて、耐震化を促進する必要があります。 

・ 造成宅地については、大地震発生による滑動崩落や擁壁の倒壊等の宅地被害を防止する

ため、宅地の耐震性の向上を図る必要があります。 

（４）空家対策の推進 

・ 三木市空家等の適正管理に関する条例に基づき、管理不全の空家等の所有者等への指導
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等を行っています。 

・ 令和元（2019）年度に三木市空家等対策計画を策定し、令和 6（2024）年度に見直しを行

っており、計画に基づき、空家等の発生抑制及び適正管理の促進、利活用の促進、関係

団体等の多様な主体との連携等、空家対策を推進しています。 

・ 少子高齢化の進行等により、今後も空家等が増加すると考えられることから、計画に基

づく空家対策を継続的に進める必要があります。 

（５）交通施設の耐震化 

・ 平成 25（2013）年度に三木市橋梁長寿命化計画を策定し、平成 30（2018）年度及び令和

5（2023）年度に見直しを行っており、計画に基づき、橋梁の耐震化及び修繕等の対策を

実施しています。 

 

 

1-2．地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

（１）密集市街地の改善 

・ 東播都市計画防災街区整備方針において、本市の福井１･２･３丁目、本町１･２･３丁目、

府内町、芝町地区の 69.1ha が防災街区課題地域に位置づけられており、対象地区が 18

地区あります。その中から、1地区目に宮前地区、2地区目に大日地区で、密集市街地の

改善に向けた取組を進めています。災害に強い「すまい」、「みち」、「まち」をつくるた

めには、防災街区課題地域内の取組範囲を拡大しながら、密集市街地の改善を図ってい

く必要があります。 

・ 防災街区課題地域には、地域の魅力である古い町並みや狭い路地等が存在しており、こ

れらの地域資源の保存・活用を含めた防災対策を構築する必要があります。 

（２）消防力の強化 

・ 住宅用火災警報器の設置率は 85％で近年は高止まり状況にあります。また、設置済みの

住宅においても、電池や機器の取り替えが必要なケースが発生しており、住宅用火災警

報器の設置や取り替えを呼びかけていく必要があります。 

・ 緊急時対応として、近隣市町等との消防相互応援協定を締結（９件）しています。 

・ 本市が被災した場合に備え、三木市消防本部受援計画を策定しています。なお、緊急消

防援助隊には現在 5 隊が登録されており、有事に備え、毎年、合同訓練等を実施してい

ます。 

・ 市内における耐震性防火水槽の設置状況は 30％となっており、新規設置にあたっては耐

震性を推奨しています。また、既存の防火水槽の耐震化も進めていく必要があります。 
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1-3．突発的又は広域的な洪水、長期的な市街地等の浸水やため池・防災インフラの損壊・機

能不全による多数の死傷者の発生 

（１）河川保全施設の整備 

・ 本市では美嚢川沿いを中心に洪水浸水想定区域に含まれており、直近では平成 30 年７月

豪雨により浸水被害が発生しています。これらを踏まえ、県により護岸工事や土砂浚渫

等が進められています。 

・ 市管理の普通河川においては、土砂浚渫を行うとともに、災害時に被害があった箇所の

復旧工事を実施しています。また、平時において、河川や水路、樋門、ポンプ場等の定

期的な点検を行っています。 

・ 呑吐ダム（近畿農政局所管）において、大雨時にダムが決壊する恐れがある場合に実施

する志染川への事前放流時には、呑吐ダム管理事務所と連携し、河川沿い住民へサイレ

ンや警報車等による周知を実施しています。 

・ 地球温暖化の影響により、全国的にゲリラ豪雨等が頻発しており、本市でも降水量が増加傾

向にあることから、国・県との連携のもと、河川改修事業や土砂浚渫を推進します。 

（２）減災のためのソフト対策 

・ 消防本部では豪雨による河川増水を想定した水防訓練を実施しており、職員の水防技術

の向上及び水防意識の高揚、体制の充実強化を図っています。 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民へ配布するとともに、市のホームページに掲載し、

防災意識の向上及び指定避難所の位置等の周知を行っています。 

・ 市民に向けては広報やパンフレット等の配布物、市のホームページや研修会等の様々な

方法を通じて、災害関連の情報提供と防災意識の高揚を図っています。 

・ 市民一人ひとりの防災意識の高揚に向けて、市公式ＳＮＳ等の様々な媒体を通じて情報

提供を行っています。 

・ 本市では自治会の自主防災組織の設置率は 100％となっており、訓練等の防災活動は、

令和６（2024）年度において地域単位で７地域、自治会単位では 87 地区で実施していま

す。今後も自主防災組織の訓練等の活動を継続していく必要があります。 

・ 水防法の改正を受け、兵庫県が新たに浸水想定区域を指定したことに伴い、三木市防災

情報マップを更新するとともに、市民に配布することにより、防災意識の向上並びに指

定避難所の周知徹底を図ります。 

（３）ため池等の整備 

・ 本市で特定ため池（農業用ため池管理保全法第７条第１項に基づく「特定ため池」、ため

池保全条例第 17 条第１項に基づく「特定ため池」）に指定されているため池は、872 箇

所（令和７（2025）年４月時点）となっており、そのうち決壊すると下流へ大きな被害

を及ぼすおそれのある防災重点ため池は 542 箇所となっています。 

・ 防災重点ため池の調査結果に基づき、計画的な改修、未利用ため池の廃池を進める必要
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があります。 

（４）ため池の計画的な定期点検と適切な日常管理の推進 

・ 台風や集中豪雨等によるため池等の災害を予防するため、ため池管理者及び水利関係者

に対し、管理に関する知識及び応急措置の方法等の指導を行っています。 

・ ため池の適切な管理に向けて、管理者への啓発を図り、ため池等の計画的な定期点検と

適切な日常管理を行い、決壊等の発生を防止する必要があります。 

（５）台風・集中豪雨等に対する防災情報の収集や発信の強化 

・ 本市で土砂災害特別警戒区域等（土石流・急傾斜地崩壊・地すべり）に指定されている

箇所は、特別警戒区域が 152 箇所、警戒区域が 299 箇所（令和８（2026）年１月現在）

となっています。特別警戒区域等のうち、特に危険と思われる箇所については、危機管

理課を含む関係部署（消防署、道路河川課、建築住宅課等）で年間 60 箇所程度のパトロ

ールを実施しています。 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民への配布や市のホームページに掲載して周知を行

うとともに、特別警戒区域等の住民や土地所有者に対し、防災措置の助言、指導、支援

を行っています。 

・ 災害には上限がないこと、様々な機関が関係することを踏まえ、関係機関が連携して警

戒避難体制整備等のソフト対策を進める必要があります。 

・ 人的被害を防ぐため、特別警戒区域内の危険性についての理解に向けた説明を継続して

行う必要があります。また、特別警戒区域内の既存住宅の移転や既存住宅・建築物の防

護壁の整備等を促進する必要があります。 

・ J アラート、Ｌアラート、三木防災メール、三木安全安心ネット（ひょうご防災ネット）、

ＦＭみっきぃ、市ホームページ、データ放送、市公式ＳＮＳ、自主防災組織への電話連

絡、広報車等の様々な伝達手段を用いて市民に防災情報を伝達しています。 

・ 特別警戒区域内の防災上配慮を要する者が利用する施設に対して、施設を公表し、円滑

な避難が行われるよう、情報の伝達方法を定めています。 

・ 高齢者や要配慮者のうち、携帯電話やスマートフォンを所有していない人に対して、防

災緊急通知システム（固定電話による通知）を導入しています。 

・ 防災重点ため池については、ため池ハザードマップ又は氾濫解析図を作成し、災害時に

円滑な避難が出来るよう市民に広く情報提供する必要があります。 

 

 

1-4．土砂災害等による多数の死傷者の発生 

（１）土砂災害対策 

・ 本市で土砂災害特別警戒区域等（土石流・急傾斜地崩壊・地すべり）に指定されている

箇所は、特別警戒区域が 152 箇所、警戒区域が 299 箇所（令和８（2026）年１月現在）



27 

 

となっています。特別警戒区域等のうち、特に危険と思われる箇所については、危機管

理課を含む関係部署（消防署、道路河川課、建築住宅課等）で年間 60 箇所程度のパトロ

ールを実施しています。 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民への配布や市のホームページに掲載して周知を行

うとともに、特別警戒区域等の住民や土地所有者に対し、防災措置の助言、指導、支援

を行っています。 

・ 警戒区域内の防災上の配慮を要する者が利用する施設に対しては、その施設を公表し、

円滑な避難が行われるよう、情報の伝達方法を定めています。 

・ 今後の災害に備えて県と連携し、砂防堰堤、急傾斜地等の施設整備を推進する必要があ

ります。 

・ 人的被害を防ぐため、特別警戒区域内の危険性についての理解に向けた説明を継続して

行う必要があります。また、特別警戒区域内の既存住宅の移転や既存住宅・建築物の防

護壁の整備等を促進する必要があります。 

（２）地すべり・治山対策 

・ 本市において地すべり防止区域は 37 箇所、崩壊土砂流出危険地区は 41 箇所、山腹崩壊

危険地区は 60 箇所が指定されています。 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民への配布や市のホームページに掲載して周知を行

うとともに、指定地域の住民や土地所有者に対し、予防上必要な知識及び応急措置の方

法等を指導しています。 

・ 県と連携し、住民への危険区域について周知を行うとともに、地すべり対策事業・治山

事業を推進する必要があります。 
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2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

2-1．消防・救急等の被災による救急・救助活動における消防力の絶対的不足 

（１）消防・救急体制の強化 

・ 消防力の強化・保持に向けて、消防署、消防車両等の計画的な配備・更新を行っており、

今後も計画的に更新していく必要があります。 

・ 消防職員の人材を育成するため、兵庫県消防学校、消防大学校への入校等で災害現場対

応能力の向上を図っています。 

・ 救急救命士、指導救命士、認定救命士の養成や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修、

病院実習、各種研修への参加等により、高度救急業務の維持、推進を図っています。 

・ 市民の生命や安全を守る救急救命士には市民から大きな期待が寄せられていることか

ら、引き続き救急救命士の養成を計画的に実施していきます。 

・ 消防職員の人材育成に向けて、研修会等に積極的に参加していく必要があります。 

（２）地域の防災組織の災害対応力強化 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民へ配布するとともに、市のホームページに掲載し、

防災意識の向上及び指定避難所の位置等の周知を行っています。 

・ 消防団への入団を促進するとともに、消防車両や消防団器具庫の維持管理・更新等を行

っており、今後も計画的に行っていく必要があります。 

・ 地域消防団に加え、企業連携消防団を発足しており、平日昼間や大規模災害時の地域防

災力の充実強化に取り組んでいます。 

・ 市民に向けては広報やパンフレット等の配布物、市のホームページ、自主防災組織・事

業所等での防災訓練又は研修会等の様々な機会を通じて、災害関連の情報提供と防災意

識の高揚を継続して図っています。 

 

 

2-2．医療施設、高齢者福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、院内・施設内感染の発生、

エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺 

（１）医療施設の耐震化 

・ 市内及び関連医療施設の耐震化の状況を把握する必要があります。 

・ 高齢者福祉施設の防災・減災に係る施設整備をする必要があります。 

（２）救急・医療体制の充実 

・ 救急救命士、指導救命士、認定救命士の養成や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）研修、

病院実習、各種研修会への参加等により、高度救急業務の維持、推進を図っています。 

・ 市民の生命や安全を守る救急救命士には市民から大きな期待が寄せられていることか

ら、引き続き救急救命士の養成を計画的に実施していきます。 
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・ 災害時の現場対応能力の更なる向上を図る必要があります。 

・ 保健部局及び地域医療と連携しながら救急体制の強化を図っていきます。 

（３）病院等医療機関における非常用電源等の確保 

・ 市内及び関連医療施設の非常用電源等の設置状況を把握する必要があります。 

 

 

2-3．劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の

悪化による死者の発生 

（１）緊急避難場所・避難所の開設・運営 

・ 指定緊急避難場所、指定避難所、要配慮者等に対応した福祉避難所を設定していますが、

避難所の耐震化率は 98％となっており、耐震化または別の施設の指定等の対応が必要と

なっています。 

・ 災害別に避難所を指定しており、これについての市民への周知を図る必要があります。 

・ 避難所の円滑な運営に向けて、避難所開設運営の流れや注意事項を示した避難所開設・

運営計画を策定しています。 

・ 令和２（2020）年に新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルを作成

しており、災害時の避難所での新型コロナウイルス感染症などの感染症の拡大防止対策

の徹底を図る必要があります。 

・ 災害時に指定避難所の運営支援に向けて、関西国際大学と三木市避難所運営サポーター

に関する協定を締結しています。 

（２）避難所の質の向上 

・ 令和２（2020）年に新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルを作成

しており、災害時の避難所での新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策の徹底を図

る必要があります。 

・ 避難所の電気供給用として電気自動車を購入するとともに、民間事業者から電気自動車

の貸与を受ける協定を締結しています。 

・ 避難所物資として段ボールベッド、間仕切りパーテーション等の避難生活の質を確保で

きる装備を各避難所に備蓄をしていますが、備蓄スペースが不足しており、集中管理で

保管しているものもあります。 
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2-4．被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

（１）食料、飲料水等に関する物資の供給確保 

・ 「三木市備蓄計画」を策定し、本市における最大被害想定（避難所生活者数約 11,000 人）

に基づき備蓄を行っています。また、備蓄方法は、市役所をはじめ消防本部、市内 10地

区の防災拠点に分散備蓄を行っています。 

・ 既に実施している乳幼児向けの備蓄の他に、高齢者、アレルギー疾患者などの要配慮者

を想定した物資等、多様なニーズに対応した備蓄が必要です。また、引き続き、発災後

３日間の備蓄の確保が必要です。 

・ 他の自治体との広域応援協力体制、民間事業者等との協定締結等により食料、飲料水等

の確保を行っており、円滑な運用に向けて、体制づくりや人材確保、訓練の実施等が必

要です。 

（２）水道水の確保・水道施設の耐震化 

・ 水道施設に破損等で漏水が発生した場合、三木市管工事業協同組合と緊急で漏水修理作

業を行える体制を確保しています。 

・ 水道水については、市内各配水区域間を連絡し、相互融通を行っています。 

・ 水道管路については、老朽化等で破損する恐れが高い管路や、災害時の被害が甚大とな

る急所施設である導水・送水管路、災害時の防災拠点や避難所等に供給している配水管

路の更新と耐震化を最優先に進めています。 

・ 浄水施設については、施設能力比で 72.2％が耐震化を完了しています。 

・ 配水池については、施設容積比で 94.9％と主要な配水池の耐震化は完了しています。 

・ 人口減少により給水収益が減少傾向の中、施設の更新・耐震化に多額の費用が必要とな

るため、収支バランスを考慮した事業運営に努める必要があります。 

（３）広域的な応援体制の整備 

・ 未曾有の災害に対応するため、他市との連携を進め、更なる広域的な応援体制を構築す

るとともに、訓練の実施や教育により、職員の緊急対応能力の向上を図る必要がありま

す。 

・ 神戸市と相互応援できるように水道水の連絡管を整備しており、合同訓練も毎年実施し

ています。 

・ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定に基づき、他の市町水道事業体に応援・受援を要

請できる体制を確立しており、机上訓練、応急給水実務訓練を毎年実施しています。 

・ 全国の水道事業体で構成する公益社団法人日本水道協会に所属し、水道施設が被災した

場合は、日本水道協会が定める災害時対応マニュアルにより、兵庫県支部を通じて、各

市町の水道事業体同士相互に応援するよう協定を締結しています。 

（４）各家庭や職場等における食料・燃料備蓄量の確保 

・ 「三木市備蓄計画」を策定し、家庭や職場で平時から３日分の食料、飲料水及び発災直
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後に不可欠な生活必需品等を備蓄するように啓発を行っています。 

 

 

2-5.想定を超える大量の帰宅困難者や高速道路閉塞時の避難困難乗員等の発生、混乱 

（１）帰宅困難者対策の推進 

・ 関西広域連合相互応援協定に基づき設置される災害時帰宅ステーションを利用し、ステ

ーションに参画するコンビニ等事業所において、帰宅困難者の支援が可能となっていま

す（登録店舗数 9,400 店舗）。 

・ 一時及び予備避難所等として、ネスタリゾート神戸、兵庫県広域防災センター、イオン

三木店と災害応援協定を締結しています（防災センターとは覚書で締結）。 

・ ゴルフ場やレジャー施設等利用者等の避難誘導や帰宅困難者の一時滞在等の支援の更な

る充実とともに、民間事業者による備蓄の充実が必要です。 

 

 

2-6．自然災害と感染症との同時発生による被災地及び医療施設、要配慮者利用施設等におけ

る災害対応機能の大幅な低下 

（１）被災地における疫病・感染症対策に係る体制の構築 

・ 平時からの感染症対策として、こどもの予防接種や、高齢者等へのインフルエンザ等の

予防接種を実施しており、接種率の向上を図る必要があります。 

・ 令和８年３月に新型インフルエンザ等対策行動計画を改定し、市の体制や感染症の発生

段階ごとの市の対応を示しています。 

・ 令和２（2020）年に新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルを作成

しており、災害時の避難所での新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策の徹底を図

る必要があります。 
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3．必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1．行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

（１）市庁舎等の防災機能の強化 

・ 本庁舎・支所、消防本部・分署の耐震化は完了しています。 

・ 本庁舎の非常用電源としては、発電機を設置しており、約８時間の稼働が可能となって

います。非常用電源を８時間以上（72 時間）稼働させるためには、非常用発電機に給油

の必要があります。 

・ 必要に応じて「三木市地域防災計画」の見直しを行っており、今後も状況に応じて見直

しを行う必要があります。 

（２）業務継続体制の確保 

・ 行政業務について、業務継続計画（BCP）を策定しており、災害時の業務の円滑な遂行に

向けて、職員研修や訓練を行う必要があります。 

・ 災害時の円滑な対応に向けて、タイムラインを作成する必要があります。 

・ コンピュータのバックアップの構築、データの分散保管等により、行政内データの保護

と迅速な回復、業務の継続が行える体制を整える必要があります。 

（３）市域を越えた連携強化 

・ 災害が発生または発生するおそれがある場合の緊急時に備えて、災害応援協定を県外３

自治体のほか、民間事業者、大学等と協定を締結しており、さらに連携の強化を図る必

要があります。 
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4．経済活動を機能不全に陥らせない 

4-1．サプライチェーンの寸断、エネルギー供給の停止等による企業活動の低下 

（１）市内事業所ＢＣＰ策定の推進 

・ 被災した中小企業者に対する資金対策として、日本政策金融公庫（国民生活事業、中小

企業事業）の融資限度額の引き上げや、民間金融機関の保証付き融資における信用保証

枠の拡大措置等が行われています。 

・ 農林業者に対しては、日本政策金融公庫（農林水産事業）等の融資制度による救済措置

が講じられています。 

・ 市では、県及び関係団体等の支援協力を得て、各種融資制度等の広報活動を実施してい

ます。 

・ 現在、市内事業所に対してＢＣＰ策定の働きかけは行っていませんが、事業活動の継続

に向けて、働きかける必要があります。 

 

 

4-2．金物産業等の重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

（１）工場・事業所等における消防防災体制の充実強化 

・ 消防用設備の未設置、点検未報告及び自衛消防訓練未実施対象物への査察を重点的に実

施しています。 

・ 秋、春の火災予防運動及び査察時に、自衛消防訓練の実施を促進、指導しています。 

・ 今後は、防火管理者選任義務外の対象物についても、積極的に自衛消防訓練の実施促進

を行っていく必要があります。 

 

 

4-3．食料等の安定供給の停滞 

（１）食料、飲料水等に関する物資の供給確保 

・ 「三木市備蓄計画」を策定し、本市における最大被害想定（避難所生活者数約 11,000 人）

に基づき備蓄を行っています。また、備蓄方法は、市役所をはじめ消防本部、市内 10地

区の防災拠点に分散備蓄を行っています。 

・ 既に実施している乳幼児向けの備蓄の他に、高齢者、アレルギー疾患者、要配慮者を想

定した物資等、多様なニーズに対応した備蓄が必要です。また、引き続き、発災後３日

間の備蓄の確保が必要です。 

・ 他の自治体との広域応援協力体制、民間事業者等との協定締結等により食料、飲料水等

の確保を行っており、円滑な運用に向けて、体制づくりや人材確保、訓練の実施等が必

要です。 
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（２）農林業に係る生産基盤等の強化 

・ 多面的機能支払制度を利用し、農業施設の修繕、長寿命化対策を進め、維持管理の省力

化、適正化を図っています。 

・ 農村の高齢化、後継者不足を補うため、多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制

度を活用し、維持管理の共同活動を進めるとともに、農地中間管理制度を利用した農地

の集約化を進め、営農組合や認定農業者により耕作放棄地の発生防止を図っています。 

・ 生産した農作物および農産加工品等の販売力を確保することで生産基盤の強化につなげ

るため、吉川町内の道の駅よかわの開駅に伴い、「山田錦の館」を再整備し、施設の強化

を図っています。 

 

 

4-4．異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

（１）水道水の確保 

・ 市民生活や経済活動に混乱が生じないよう情報提供を行っていきます。 

・ 市民生活への影響を最小化するため、関係機関と調整、連携して対応していきます。 

・ 水道水については、市内各配水区域間を連絡し、相互融通を行っています。 

・ 地下水位を定期観測し、維持するとともに、自己水源である深井戸の水量を確保してい

きます。 

・ 新たな水源の確保について検討を行います。 

・ 水道施設管理業務委託事業者による給水支援体制と連携して応急給水を行います。 

・ 庁舎窓口業務委託事業者との応援に関する協定に基づき、応急給水活動を行います。 

（２）広域的な応援体制の整備 

・ 神戸市と相互応援できるように水道水の連絡管を整備しており、合同訓練も毎年実施し

ています。 

・ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定に基づき、他の市町水道事業体に応援・受援要請

できる体制を確立しており、机上訓練、応急給水実務訓練を毎年実施しています。 

・ 全国の水道事業体で構成する公益社団法人日本水道協会に所属し、水道施設が被災した

場合は、日本水道協会が定める災害時対応マニュアルにより、兵庫県支部を通じて、各

市町の水道事業体同士相互に応援するよう協定を締結しています 
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4-5．農地・森林等の被害による市土の荒廃 

（１）農地・農業水利施設等の保全管理 

・ 県及び市が、毎年、地すべり施設の点検を行い、不具合が見つかった段階で、県が施設

の補修等を行っています。 

・ 多面的機能支払制度に取り組む農地が 2,360ha あり、地域の共同活動により、農地、施

設の点検及び機能診断を行い、遊休農地の発生防止や施設の機能不全解消等の措置によ

り、農地の洪水抑止機能等の多面的機能の維持に努めています。 

・ ため池改修と併せた事前放流施設が 18 箇所整備されており、水利委員を中心に、豪雨等

が想定される際に貯水量の調整を行っています。 

・ 農業施設の適正な点検、管理を行い、有事の際に被害を最小限に抑える必要があります。 

・ 鳥獣による被害から営農意欲の低下や耕作放棄などに繋がらないよう、深刻化している

有害鳥獣被害への対策を一層進める必要があります。 

（２）森林の保全管理 

・ 毎年、山腹崩壊危険箇所をパトロールし、森林の崩壊により、家屋等に被害が生じると

判断された箇所において、治山事業等による防災工事を行っています。 

・ 森林の維持・保全を図る必要があります。 

・ 里山整備や荒廃竹林の解消につながる取り組みを推進しています。 
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5．情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる  

5-1．災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

（１）災害関連情報の伝達手段の多重化 

・ J アラート、Ｌアラート、三木防災メール、三木安全安心ネット（ひょうご防災ネット）、

ＦＭみっきい、市ホームページ、データ放送、市公式ＳＮＳ、自主防災組織への電話連

絡、広報車等の様々な伝達手段を用いて市民に防災情報を伝達しています。 

・ 高齢者や要配慮者のうち、携帯電話やスマートフォンを所有していない人に対して、防

災緊急通知システム（固定電話による通知）を導入しています。 

・ 市民が確実に情報を入手・伝達できるよう、情報収集・伝達手段の多重化を図る必要が

あります。 

・ 情報の入手・伝達手段の多くが電源を必要とすることから、複数の電源を確保する必要

があります。 

（２）市民の防災意識の向上 

・ 三木市防災情報マップを作成し、市民へ配布するとともに、市のホームページに掲載し、

防災意識の向上及び指定避難所の位置等の周知を行っています。 

・ 市民に向けては広報やパンフレット等の配布物、市のホームページや研修会等の様々な

方法を通じて、災害関連の情報提供と防災意識の高揚を図っています。 

・ 市民一人ひとりの防災意識の高揚に向けて、ＳＮＳ等の様々な媒体を通じて情報提供を

行っています。 

・ 本市では自治会の自主防災組織の設置率は 100％となっており、訓練等の防災活動は、

令和６（2024）年度において地域単位で７地域、自治会単位では 87 地区で実施していま

す。今後も自主防災組織の訓練等の活動を継続していく必要があります。 

（３）地域の防災組織の災害対応力強化 

・ 防災上、何らかの配慮を要する者に対する支援に向けて、名簿を作成しています。 

・ 要配慮者の避難支援全体計画を策定し、災害時の対応を定めており、計画に基づき、要

配慮者及び支援者に対し、災害時対応について周知する必要があります。 

（４）防災拠点における情報通信設備等の確保 

・ 消防デジタル無線は、基地局２基・車載 22 基・可搬１基・卓上２基・携帯 67 基が導入

済みとなっており、今後も継続して機器の充実・更新を行う必要があります。 

・ 兵庫衛星通信ネットワークを活用し、防災情報の迅速で確実な伝達が実現されています。 

・ Ｌアラート、兵庫県災害対応総合情報ネットワークシステム（兵庫フェニックス防災シ

ステム）、三木市情報ネットワークシステム、防災行政無線、衛星電話等の通信手段を確

保しています。 
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・ 国や関係機関、市民等と確実に情報を入手・伝達できるよう、情報収集・伝達手段の多

重化を図る必要があります。 

・ 情報の入手・伝達手段の多くが電源を必要とすることから、複数の電源を確保する必要

があります。 

（５）防災情報共有システムの適切な管理、訓練 

・ 各施設・コミュニティＦＭのＪアラート訓練参加、移動系無線の通信訓練、携帯電話の

メール配信テスト等を実施しており、災害時に確実に機能するよう、担当職員の訓練が

必要となっています。 

 

 

5-2．電力やガス等の長期間にわたる機能停止 

（１）ライフライン事業者の防災対策と早期復旧向けた連携強化 

・ ガス導管については、ガス事業法、並びに日本ガス協会「ガス導管耐震設計指針」に基

づいて設計、施工しています。高圧導管、中圧導管は溶接鋼管や、耐震性に優れた機械

的接合のダクタイル鋳鉄管を使用しています。低圧導管については、新設及び入替時に

耐震性に優れた材料の導入を進めており、今後さらに耐震化を促進する必要があります。 

・ ガス事業者により、地震発生時ガス管の被害を予測し、供給停止判断や復旧作業計画等

に活用する「地震被害予測システム」の運用や、ガスの供給の継続と二次被害の防止に

向けたガス供給の一時停止を行えるよう、導管網のブロック化や遠隔遮断装置システム

の導入を行っています。また、各地域の災害対策機関との通信の確保、要員確保・教育

訓練等の防災体制の整備も進めています。 

・ 電力施設については、主要機器及び配送電設備の耐震化を進めるとともに、電力の安定

供給に向けて、主要通信系統の２ルート化等の通信設備の確保や、電気設備の予防点検

等を行っています。 

・ 災害時対策として、ライフライン事業者も参加し、三木市総合防災訓練を実施しています。 

（２）多様な電力等の導入促進 

・ 小学校において太陽光発電を導入する等、再生可能エネルギーの導入を進めます。 

・ 災害時に通常エネルギーが不足した場合等に、再生可能エネルギーが利用できるように

図る必要があります。 

 

 

5-3．上下水道施設の長期にわたる機能停止 

（１）水道水の確保、水道施設の耐震化 

・ 水道施設に破損等で漏水が発生した場合、三木市管工事業協同組合と緊急で漏水修理作

業を行える体制を確保しています。 
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・ 水道水については、市内各配水区域間を連絡し、相互融通を行っています。 

・ 水道管路については、老朽化等で破損する恐れが高い管路や、災害時の被害が甚大とな

る急所施設である導水・送水管路、災害時の防災拠点や避難所等に供給している配水管

路の更新と耐震化を最優先に進めています。 

・ 浄水施設については、施設能力比で 72.2％が耐震化を完了しています。 

・ 配水池については、施設容積比で 94.9％と主要な配水池の耐震化は完了しています。 

・ 人口減少による給水収益が減少傾向の中、施設の更新・耐震化に多額の費用が必要とな

るため、収支バランスを考慮した事業運営に努める必要があります。 

（２）広域的な応援体制の整備 

・ 未曾有の災害に対応するため、他市との連携を進め、更なる広域的な応援体制を構築す

るとともに、訓練の実施や教育により、職員の緊急対応能力の向上を図る必要がありま

す。 

・ 神戸市と相互応援できるように水道水の連絡管を整備しており、合同訓練も毎年実施し

ています。 

・ 兵庫県水道災害相互応援に関する協定に基づき、他の市町水道事業体に応援・受援を要

請できる体制を確立しており、机上訓練、応急給水実務訓練を毎年実施しています。 

・ 全国の水道事業体で構成する公益社団法人日本水道協会に所属し、水道施設が被災した

場合は、日本水道協会が定める災害時対応マニュアルにより、兵庫県支部を通じて、各

市町の水道事業体同士相互に応援するよう協定を締結しています。 

（３）下水道施設の耐震化 

・ 三木市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、管渠、処理場、マンホール等の

点検・調査、更新を行っています。 

・ 今後も、下水道施設の耐震化・浸水対策・長寿命化を図る必要があります。 

・ 農業集落排水事業の処理区域においては、平成 28（2016）年度に金会処理区域を、令和

元（2020）年度に毘沙門処理区域を、令和７（2025）年度に興治処理区を公共下水道に

統合しています。また、細川処理区域についても令和８（2026）年度に公共下水道に統

合する予定です。 
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5-4．山陽自動車道の分断等、内陸の基幹・地域交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

（１）広域道路交通機能の強化 

◆緊急輸送道路 

・ 本市内では、国交省管理１路線、ＮＥＸＣＯ管理３路線、県管理７路線、市管理６路線

が緊急輸送道路に指定されています。 

・ 緊急輸送道路に指定されている市道（６路線）は全て改良済みとなっています。 

・ 市管理以外の緊急輸送道路についてもネットワーク強化のため早期に整備する必要があ

ります。 

・ 緊急輸送道路である（主）神戸三木線では慢性的な渋滞及び踏切遮断による交通の阻害

が発生しています。このため、緊急輸送道路を補完する道路として、（都）神戸三木線及

びこれに接続する（都）広野自由が丘線の整備を推進します。 
 
◆東西連携軸・南北連携軸 

・ 東西連携軸である志染バイパスの(主)平野三木線から(主)神戸加東線までは、県により

事業が進められています。なお、(主)三木宍粟線（高木末広バイパス）については、令

和４（2022）年４月に供用済みとなっています。 

・ (仮)三木スマートインターチェンジが令和２（2020）年に事業化され、整備を進めてい

ます。新たに緊急輸送道路へのアクセスが可能となるため、早期完成を実現する必要が

あります。 

（２）地域道路交通機能の強化 

・ 市道については、（市）高木平田線が供用済みで、その他、（市）岩宮大村線、（市）加佐

草加野線が事業中となっています。 

・ 市内の緊急輸送道路を補助する道路を早期に整備する必要があります。 

・ 本市が管理する橋長２ｍ以上の橋梁を対象に「兵庫県道路橋定期点検要領（兵庫県市町

版）」による定期点検を実施し、その結果から、「三木市橋梁・横断歩道長寿命化修繕計

画」を見直し、計画に基づいた橋梁の補修等を実施しています。 

（３）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

・ 現状では、緊急輸送道路沿道の建築物の把握を実施しておらず、災害時の安全確保等の

観点から、耐震改修促進法に基づき、緊急輸送道路や市が指定する避難路沿道における

一定規模以上の建築物について耐震状況の把握を行う必要があります。 

（４）緊急輸送体制の整備と交通制御 

・ 県が指定する緊急輸送路指定路線（17路線）を地域防災計画に掲載しています。災害応

急対策として一般車両の通行を禁止・制限する緊急交通路の決定手続きは県警察本部の

計画によります。 

・ 啓開する緊急交通路は、緊急輸送コーディネート班を編成し、人員や活動に必要な物資

等の調整後、決定します。 
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・ 災害応急活動に必要な物資の搬送等のため、緊急輸送道路の整備に加えて、緊急車両等

の通行を確保する緊急交通路の設定等、緊急輸送体制を構築する必要があります。 

・ 交通規制・制御への民間プローブ情報の活用、信号機電源付加装置の整備等の新たな取

組が必要となっています。 

（５）鉄道機能の強化 

・ 鉄道駅のうち、恵比須駅は平成 13（2001）年、三木駅下り駅舎は令和４（2022）年に建

設されており、耐震基準を満たしています。それ以外の駅舎は耐震基準を満たしておら

ず、耐震化を促進する必要があります。 
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6．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

6-1．大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

（１）災害廃棄物処理 

・ 三木市清掃センターでの処理可能量がわずかであることから、大規模災害発生時には他

市町村や民間事業者等に処理を委託する必要があります。 

・ 災害廃棄物処理計画の実効性の向上に向けて、教育訓練により人材育成を図る必要があ

ります。 

・ アスベスト対策やリサイクルに配慮する必要があります。 

（２）堆積土砂の撤去 

・ 災害等により宅地等に土砂・廃棄物等が堆積した場合の撤去方策を検討する必要があり

ます。 

 

 

6-2．貴重な文化財や環境的資産の喪失等による有形・無形の文化の衰退・損失 

（１）文化財の耐災性の向上 

・ 屋外に構築された文化財の耐震化、防火対策、防災設備の整備等を推進する必要があり

ます。 

・ みき歴史資料館等の展示・収蔵建築施設は耐震基準を満たしていますが、展示方法・収

蔵方法等を点検し、展示物・収蔵物の被害を最小限にとどめるよう取組む必要がありま

す。 
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7．独自シナリオ 

7-1．地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興の遅れ 

（１）地域の防災・復興人材の育成 

・ 地域の防災・復興人材の育成は、自主防災組織を基礎単位として行われており、自主防

災組織は本市の全自治会で設置され、７地域・87 地区で防災訓練等が行われています。

発災時の的確な避難活動に向けて、自主防災組織による防災活動の活性化を図るととも

に、活動が復旧復興にも繋がるよう、対応力のある人材育成を体系的に行う必要があり

ます。 

・ 市民に対しては、三木市防災情報マップの配布やホームページへの掲載、広報誌やパン

フレットの配布、研修会等により防災情報の周知と防災意識の高揚を図っています。今

後は、防災・避難だけでなく、復興活動にも円滑に移行できるよう、事前に復興のイメ

ージを周知しておく必要があります。 

（２）災害ボランティア活動支援体制の整備 

・ 災害ボランティアの受援については、地域防災計画に基づき、被害・災害応援活動や人

員・物資等の充足状況を把握し、必要に応じて災害ボランティアセンターを開設して応

援を要請することになっていますが、開設のタイミングやボランティアへの支援内容の

明確化等、災害ボランティア活動の円滑な運営ができるよう備える必要があります。 

（３）地籍調査の実施 

・ 災害後の円滑な復旧・復興と土地境界トラブルの未然防止を図るため、土地に関する筆

界等を明確にする地籍調査を実施する必要があります。 
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第 ５ 章  強 靱 化 に 向 け た 施 策 の 推 進 方 針           

本市の強靱化に向けた現状と課題（脆弱性評価）を踏まえ、起きてはならない最悪の事態

を回避するための推進方針、重点施策を次に示します。 

 

1．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

1-1．大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊によ

る多数の死傷者の発生 

（１）公共建築物の耐震化 

◇担当課：経営管理課、建築住宅課 

・ 三木市公共施設等総合管理計画、三木市公共施設再配置計画において廃止となる市有建

築物については、近隣住民等への説明を行いながら、計画的に進めます。 

・ 今後も継続して活用していく公共施設については、三木市公共施設等総合管理計画、三

木市公共施設再配置計画等に基づき、計画的な改修を実施し、長寿命化を図ります。 

・ 市営住宅については、三木市公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐用年数が経過した住

宅の廃止及び長寿命化を計画的に進めます。 
 

【主な施策】 

・ 計画に基づいた公共施設の長寿命化、廃止等の推進 

・ 計画に基づいた市営住宅の長寿命化、廃止等の推進 

（２）緊急輸送道路沿道建築物及び不特定多数が集まる大規模建築物等の耐震化 

◇担当課：建築住宅課、教育・保育課 

・ 緊急輸送道路や市が指定する避難路沿道における一定規模以上の建築物の耐震状況を

把握し、耐震基準を満たしていない建築物の所有者に対して、耐震改修等の促進を図り

ます。 

・ 最新の耐震改修促進法に基づき、三木市耐震改修促進計画を改定します。 

・ 大地震に備えて事前に被災建築物応急危険度判定体制の整備や兵庫県住宅再建共済制

度の加入促進を図ります。 

・ 就学前教育・保育施設の耐震状況を把握し、耐震基準を満たしていない施設の事業者に

対して、耐震改修等の促進を図ります。 

・ 耐震改修等を実施する事業者に対象経費の一部を補助します。 
 

【主な施策】 

・ 三木市耐震改修促進計画の策定（改定） 

・ 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の推進 

・ 三木市就学前教育・保育施設整備事業補助事業の推進 
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（３）住宅の耐震化 

◇担当課：建築住宅課 

・ 住宅については、引き続き三木市住宅耐震化促進事業を実施するとともに、必要に応じ

て施策の検討を行います。 

・ 市民に対し、各種補助金の情報提供や耐震化の啓発を行います。 

・ 大地震が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地の変動予

測調査等の実施を行います。 
 

【主な施策】 

・ 三木市耐震改修促進計画の策定（改定） 

・ 住宅耐震促進事業の推進（住宅・建築物安全ストック形成事業の推進、地域住宅計画

に基づく事業の推進） 

・ 耐震診断・耐震改修の周知・広報 

（４）空家対策の推進 

◇担当課：生活安全課 

・ 今後も三木市空家等対策計画に基づき、空き家対策を推進します。 
 

【主な施策】 

・ 空き家等適正管理事業の推進 

（５）交通施設の耐震化 

◇担当課：道路河川課 

・ 今後も継続して三木市橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画に基づき、計画的な補修等を

実施し、長寿命化を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 道路橋梁管理事業 

・ 橋梁道路維持補修事業 

 

・ 三木市公共施設再配置計画に基づく市有建築物の計画的な廃止 

・ 交通量の多い橋梁や跨道橋等の落橋に伴う社会的影響の大きな橋梁の耐震化 

・ 緊急輸送道路や避難路に位置づけられる道路施設の耐震化 

・ 三木市耐震改修促進計画の策定（改定） 
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1-2．地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

（１）密集市街地の改善 

◇担当課：都市政策課 

・ 密集市街地改善パンフレット及び兵庫県密集市街地整備マニュアルに基づき古い町並

み等の歴史的資源の保存と防災対策の両立を図りながら、防災街区課題地域の改善に取

り組みます。 
 

【主な施策】 

・ 普及啓発活動（防災に関する情報、教育）の推進 

・ 密集市街地におけるローカルルールの策定と推進 

・ 地区の防災マップの作成と活用 

・ 防火化の促進 

・ 建て替えの促進 

・ 空き家対策の推進 

・ 緊急車両進入路、緊急避難経路の確保 

・ 防災空地の設置 

・ 消防と連携した防災活動の推進 

・ 消火栓設置、防災資機材の整備 

（２）消防力の強化 

◇担当課：消防本部・消防署 

・ 各種イベント、防災訓練、広報等の様々な方法を通じて、住宅用火災警報器の設置及び

取り替えや住宅用防災機器（感震ブレーカー等）の設置を積極的に啓発します。 

・ 今後も継続して消防職員の人材育成を実施するとともに、消防体制の広域連携に取り組

みます。 

・ 既存の防火水槽の耐震化を進めるとともに、平時において防火水槽の水量の調査を進め

ます。 
 

【主な施策】 

・ 火災救急活動事業の推進 

・ 消防職員人材育成の推進（火災予防事業・火災救急活動事業の推進） 

・ 常備消防の機能強化、非常備消防（消防団）との連携強化 

・ 耐震性防火水槽の設置 

・ 家庭内、事業所内の火災予防対策の推進（感震ブレーカー、火災警報器、消火器の設

置） 
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・ 緊急車両進入路及び緊急避難経路の確保、消防活動の円滑化 

・ 建物の建替えが可能なまちへの促進 

 

 

1-3．突発的又は広域的な洪水、長期的な市街地等の浸水やため池・防災インフラの損壊・機

能不全による多数の死傷者の発生 

（１）河川保全施設の整備 

◇担当課：道路河川課 

・ 国・県との連携のもと、河川改修事業及び河川の適切な維持管理を推進します。また、

災害に起因する堤防の沈下による浸水被害を回避するため、堤防の耐震性の向上を推進

します。 

・ 河積の小さな河川については、適切な内水排除を行うように努めます。 
 
【主な施策】 

・ 河川維持管理計画の策定に向けた検討 

・ 排水路維持補修事業の推進 

・ 河川維持補修事業 

・ 石野地区風水害対策事業の実施 

・ 重要水防箇所の水防パトロールの実施 

・ 河川の改修及び維持管理（現在、計画は未策定） 

・ 排水路の改修及び維持管理（現在、計画は未策定） 

（２）減災のためのソフト対策 

◇担当課：危機管理課 

・ 市ホームページや市公式ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、三木市防災情報マップをはじ

めとする災害関連の情報提供を継続して行い、市民の防災意識の更なる高揚と防災情報

の周知を図ります。 

・ 自主防災組織の活動支援を通じて、活動の継続と人材育成・指導を図ります。 

・ まちまるごとハザードマップ（過去の洪水水位の電柱への表示、避難ルートマップ設置

等）の整備に努めます。 

・ 浸水想定区域内に不特定かつ多数の者が利用する施設又は特に防災上配慮を要する者

が利用する施設がある場合には、施設の管理者等が洪水時に円滑かつ迅速な洪水予報等

の情報確保が図られるよう電子メール又はＦＡＸ等で配信を行います。 

・ 出水期に呑吐ダム管理事務所が実施する河川沿い住民へのサイレン警報演習に対して、

支援（広報）を行います。 
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【主な施策】 

・ 自主防災組織の支援 

・ 啓発活動（防災訓練、教育）の推進 

（３）ため池等の整備 

◇担当課：農地整備課 

・ 防災重点ため池の計画的な改修や未利用ため池の廃池を促進します。 

・ ため池ハザードマップ及び氾濫解析図を公表し、市民に周知を図ります。 

【主な施策】 

・ ため池改修・廃止事業の推進 

・ ため池ハザードマップの作成と市民への周知 

（４）ため池の計画的な定期点検と適切な日常管理の推進 

◇担当課：農地整備課 

・ ため池台帳の整備を促進します。 

・ ため池の保全に関する条例に基づき、ため池管理者届の未届けため池の管理者に対し

て、届出の指導を行います。 

・ ため池等の管理上必要な知識及び応急措置の方法等について、管理者及び水利関係者に

指導を行います。また、市民と協働でため池等の適切な管理が行える体制の整備を検討

します。 

・ 豪雨等によるため池の決壊を未然に防ぐため、日常的な水位管理を行うとともに、９月

～10 月にかけての台風シーズンでの低水位管理を推進します 

・ 豪雨や地震時に決壊のおそれがあるため池を事前に点検し、迅速な被災状況調査を実施

できる体制を確立します。 
 

【主な施策】 

・ ため池台帳の整備 

・ ため池管理者に対するため池管理の指導の実施 

・ ため池定期点検業務の実施 

・ 水利施設管理強化事業の実施 

・ 多面的機能支払交付金事業の推進 

（５）台風・集中豪雨等に対する防災情報の収集や発信の強化 

◇担当課：危機管理課、消防本部・消防署、農地整備課 

・ 災害発生直後に通信機能が有効に活用できるよう、平常時から担当職員の通信施設の使

用方法等の習熟を図ります。 

・ 今後、更に多様な通信手段の整備を図るとともに、通信施設の停電対策、浸水対策、耐

震化を講じます。 
 

【主な施策】 



48 

 

・ 防災訓練、通信訓練の実施 

・ 移動系防災行政無線交信事業の推進 

・ 三木防災メール、三木安全安心ネット（ひょうご防災ネット）の推進 

 

・ 自主防災組織育成研修会の開催 

・ 防災訓練（地震想定、風水害想定）の実施 

・ 河川及び主要排水路の維持管理計画の策定 

・ 維持管理計画に基づく河川及び主要排水路の定期点検と適切な日常管理の実施 

・ ため池改修・廃止事業の推進 

・ ため池定期点検事業の推進 

 

 

1-4．土砂災害等による多数の死傷者の発生 

（１）土砂災害対策 

◇担当課：危機管理課、プロジェクト推進課、建築住宅課 

・ 県と連携し、土砂災害対策事業の推進を図るとともに、特別警戒区域等のうち、特に危

険と思われる箇所について年１回の頻度でパトロールを実施します。 

・ 宅地造成工事及び建築等工事事業者に対して、法律及び技術的基準の指導を行います。 

・ 住民への特別警戒区域等の周知や理解向上、土砂災害対策の補助金の周知のための説明

を継続して実施します。 
 

【主な施策】 

・ 住宅土砂災害対策支援事業の推進（住宅・建築物安全ストック形成事業の推進） 

・ 土砂災害危険箇所についての標識表示と定期的なパトロールの実施 

・ 特に避難経路等に係る土砂災害特別警戒区域等についての標識の表示 

・ 人家等への被害が想定される土砂災害特別警戒区域等の定期的なパトロールの実施 

・ 宅地造成工事に対する指導の強化や監視、違反事業者への必要な措置の実施 

・ 土砂災害警戒区域内に立地する医療・福祉施設等に対し、情報伝達方法を定める 

・ 県営急傾斜地崩壊対策事業の推進 

（２）地すべり・治山対策 

◇担当課：農地整備課 

・ 山地に起因する災害を未然に防止するため、治山事業を推進します。また、県が行う地

すべり対策工に協力していきます。 
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・ ハザードマップ等により、危険区域内の住民への周知や理解向上のための説明等を継続

して実施します。 

・ 危険箇所の住民または土地所有者への防災措置の助言、指導及び支援を行います。 
 

【主な施策】 

・ 地すべり等の危険区域内の住民への予防上必要な知識及び応急措置の方法等につい

ての指導の実施 

・ 県営地すべり対策事業の推進 

 

・ 地滑り対策事業の推進 
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2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

2-1．消防・救急等の被災による救急・救助活動における消防力の絶対的不足 

（１）消防・救急体制の強化 

◇担当課：消防本部・消防署 

・ 警防、広域救急患者搬送体制の構築を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 警防、広域救急患者搬送体制の構築と合同訓練の実施 

・ 消防力整備計画の実行 

（２）地域の防災組織の災害対応力強化 

◇担当課：危機管理課、消防本部・消防署 

・ 三木市防災情報マップの周知や市民の防災意識の更なる高揚を図るとともに、自主防災

組織の活動や防災拠点等の地区防災施設の整備支援を通じて、育成・指導を図ります。 

・ 今後、更に消防団への入団を促進するとともに、消防車両や消防団器具庫の維持管理・

更新等を計画的に行います。 
 

【主な施策】 

・ 消防団活動事業の推進 

・ 地区集会所（地区防災拠点）の整備、改善 

・ 防災倉庫の整備・充実、点検の実施 

 

・ 消防団への入団促進 

 

 

2-2．医療施設、高齢者福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、院内・施設内感染の発生、

エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺 

（１）医療施設・高齢者福祉施設の耐震化及び防災・減災に係る施設整備 

◇担当課：危機管理課、介護保険課 

・ 市内の関連医療施設や高齢者福祉施設の耐震化実施状況を把握し、耐震化未了施設にお

いては、耐震化を啓発します。 

・ 災害時においても継続的に福祉サービスが提供できるよう高齢者福祉施設等の防災・減

災に係る施設の設備等整備状況（非常用自家発電装置の設置等）を把握し、必要な整備

に対する支援を行います。 
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【主な施策】 

・ 医療・高齢者福祉施設の耐震化の啓発 

・ 医療施設への耐震性貯水槽の啓発 

（２）救急・医療体制の充実 

◇担当課：消防本部・消防署 

・ 救急救命技術の向上に向けて、研修会、講習会等を通じて人材育成を図ります。 

・ 広域災害救急医療情報システム、兵庫県広域消防相互応援協定による広域での医療、救

急、救助体制の構築を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 広域救急患者搬送体制の構築 

・ 医療施設でのＢＣＰの作成の促進 

（３）病院等医療機関における非常用電源や備蓄品等の確保 

◇担当課：危機管理課 

・ 市内及び関連医療施設の非常用発電機の設置状況を把握し、未設置施設に対しては、概

ね３日間の電気供給が可能な発電機の設置を啓発します。 

・ 市内及び関連医療施設において、災害時に必要な医薬品や薬品等の備蓄を啓発します。 
 

【主な施策】 

・ 病院等への自家発電設備の普及啓発、燃料の備蓄や代替エネルギーの確保の啓発 

・ 防災用備蓄品や医療品、薬品の備蓄整備 

・ 医療施設への耐震性貯水槽の整備 

 

・ 医療施設の耐震化の啓発 

・ 医療施設での自家発電施設の普及啓発 

 
 

2-3．劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の

発生 

（１）緊急避難場所・避難所の開設・運営 

◇担当課：危機管理課 

・ 避難所の耐震化を進めるとともに、災害別の避難所の指定状況を市民に広く周知します。 

・ 新型コロナウイルス感染症等に対応した避難所運営に向けて、マニュアルの周知や職員

研修等を行います。 

・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症を考慮した物資、衛生資材等の備蓄を行います。 
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【主な施策】 

・ 避難所での飛沫防止等の衛生環境管理の見直し 

・ 避難所での感染病検査、治療、隔離施設・体制の整備 

・ 避難所での衛生資材の備蓄 

（２）避難所の質の向上 

◇担当課：危機管理課 

・ 避難所での衛生面の向上、プライバシーの確保をはじめ、避難者の状況に応じた備蓄を

確保していきます。 

・ 避難者の心のケア等、ソフト対策を講じていきます。 
 

【主な施策】 

・ 避難所設備（トイレ、キッチン、ベッド）や空間原単位、プライバシー確保 

・ 避難者の心のケア等のソフト対策の整備 

 

・ 新型コロナウイルス感染症等に対応した避難所運営に向けた職員研修の実施 

・ 体調不良者に対する市健康増進課及び医療機関との連携体制の構築 

 

 

2-4．被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

（１）食料、飲料水等に関する物資の供給確保 

◇担当課：危機管理課 

・ 防災備蓄品の点検と多様なニーズに対応できるよう、備蓄品の充実を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 三木市備蓄計画に基づく備蓄品の確保 

・ 防災備蓄品のニーズの想定とそれに見合った備蓄品の確保 

・ 防災拠点における耐震性貯水槽の整備推進 

・ 防災井戸、災害時協力井戸等の募集・啓発 

・ 災害応急活動に必要な物資の受入体制の整備、職員訓練の実施 

（２）水道水の確保、水道施設の耐震化 

◇担当課：水道業務課・水道工務課 

・ 「三木市公共施設等総合管理計画」、及び「三木市新水道ビジョン」、並びに「三木市水

道事業経営戦略」に基づき、効率的・効果的な企業経営並びに施設管理を進めます。 

・ 水道施設の更新・耐震化を「三木市水道事業アセットマネジメント計画」に基づき、計
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画的に進めます。 
 

【主な施策】 

・ 水道施設耐震化事業の推進 

（３）広域的な応援体制の整備 

◇担当課：危機管理課、水道業務課・水道工務課 

・ 各種訓練を通して、職員の緊急対応能力の向上を図ります。 

・ 水道水の広域的な相互融通のための管路及び体制の維持・拡大に努めます。 

・ 応急給水を相互応援・受援できるように、広域的連携体制の維持・拡大に努めます。 
 

【主な施策】 

・ 職員訓練の実施 

（４）各家庭や職場等における食料・燃料備蓄量の確保 

◇担当課：危機管理課 

・ 「三木市備蓄計画」に基づき家庭や職場、自治会単位での備蓄を啓発していきます。 
 

【主な施策】 

・ 自家発電設備の普及促進 

・ 燃料の備蓄の普及・啓発 

・ 電気自動車や太陽光発電を活用した災害時の電力確保の手法の普及・啓発 

 

・ 大規模停電時の電力確保 

・ 水道施設の更新・耐震化の推進 

 

 

2-5．想定を超える大量の帰宅困難者や高速道路閉塞時の避難困難乗員等の発生、混乱 

（１）帰宅困難者対策の推進 

◇担当課：危機管理課 

・ 受入人数の想定と、想定人数に対応できる体制の構築を図ります。 

・ 今後も大量の帰宅困難者の発生が予想される施設において、受入れ体制の構築を要請し

ていきます。 
 

【主な施策】 

・ 一時滞在施設の指定、食料提供に向けた備蓄 

・ 災害帰宅支援ステーションの周知 

・ 企業、学校等での一斉帰宅の訓練の実施 
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・ 安否確認手段の普及啓発 

・ 高速道路非常口等からの避難ルート、輸送体制の整備 

・ サービスエリア、駅や集客施設等における利用者保護の要請 

 

・ 災害帰宅支援ステーションの周知 

・ 帰宅困難者の既存避難所での受入れ検討 

 
 
2-6．自然災害と感染症との同時発生による被災地及び医療施設、要配慮者利用施設等におけ

る災害対応機能の大幅な低下 

（１）被災地における疫病・感染症対策に係る体制の構築 

◇担当課：危機管理課、健康増進課 

・ 感染症対策として、平時から予防接種の実施を働きかけていきます。 

・ 平時から感染症予防に関する周知・啓発を実施します。 

・ 新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営に向けて、マニュアルの周知や職員研

修を行います。 
 

【主な施策】 

・ 市民への感染症に関する予防情報・知識の普及啓発 

・ 災害時の感染症検査、治療、隔離施設・体制の構築 

・ 被災家屋や汚物の清掃・消毒 

・ 災害時の保健活動マニュアルの作成、活用 

 

・ 免疫水準の確保に向けた定期予防接種の一定の接種率の確保 

・ 感染症に関する予防知識の普及啓発 
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3．必要不可欠な行政機能は確保する 

3-1．行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

（１）市庁舎等の防災機能の強化 

◇担当課：危機管理課、財政課 

・ 本庁舎の非常用電源の燃料確保（給油）に向けて、事業者との協定締結に取り組み、稼働時

間の延長及び関西電力と給電車による支援について連携を進め、電力確保を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 非常用電源の燃料確保による稼働時間の延長 

・ 太陽光発電等、代替エネルギーによる非常用電源の確保 

（２）業務継続体制の確保 

◇担当課：危機管理課 

・ 職員に対し、災害関連の計画の周知を図るとともに、職員研修や訓練を行います。 

・ 災害時のタイムラインの作成に向けた検討を行います。 

・ 災害時における業務の継続に向けて、通信回線の冗長化やシステムのクラウド化、デー

タのバックアップの構築等を図ります。 

・ 平常時より、他市町及び災害関係機関との連携を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 職員の防災訓練、集散訓練の実施 

・ 災害時タイムラインの作成に向けた検討 

（３）市域を越えた連携強化 

◇担当課：危機管理課 

・ 災害時に備え、兵庫県をはじめ災害時応援協定先との合同訓練等を実施します。 

・ 災害応援協定の締結数を増やします。 
 

【主な施策】 

・ 災害時応援協定先との合同の防災訓練の実施 

・ 災害応援協定締結の推進 

 

・ 災害時応援協定先との合同の防災訓練の実施 
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4．経済活動を機能不全に陥らせない 

4-1．サプライチェーンの寸断、エネルギー供給の停止等による企業活動の低下 

（１）市内事業所への事業継続力強化計画（ＢＣＰ）策定の推進 

◇担当課：危機管理課、商工振興課 

・ 被災時の事業継続に向けて、各種相談や融資に早期に応じられるよう体制や制度の構築

を進めます。 

・ 市内事業所におけるＢＣＰの策定を支援します。 
 

【主な施策】 

・ 三木商工会議所、吉川町商工会、中小企業サポートセンターが連携した市内事業者の

ＢＣＰ策定に対する支援 

 

・ 三木商工会議所、吉川町商工会、中小企業サポートセンターが連携したＢＣＰ策定支

援 

 

 

4-2．金物産業等の重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

（１）工場・事業所等における消防防災体制の充実強化 

◇担当課：危機管理課、消防本部・消防署 

・ 市内事業所において、継続して査察を実施するとともに、自衛消防訓練の実施を促進、

指導します。 

・ 通常の火災対応訓練に加え、大規模災害（地震等含む）を想定した訓練を行い、災害発

生時の被害の軽減や初動体制の確立を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 市内事業所への査察、指導の継続 

 

・ 市内事業所への消防防災体制に関する査察、指導の継続 
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4-3．食料等の安定供給の停滞 

（１）食料、飲料水等に関する物資の供給確保 

◇担当課：危機管理課 

・ 防災備蓄品の点検と多様なニーズに対応できるよう、備蓄品の充実を図ります。 

 

【主な施策】 

・ 災害対策事業（備蓄品及び備蓄食料購入費）の推進 

・ 三木市備蓄計画に基づく備蓄品の確保 

・ 防災備蓄品のニーズの想定とそれに見合った備蓄品の確保 

・ 災害応急活動に必要な物資の受入体制の整備、職員訓練の実施 

（２）農林業に係る生産基盤等の強化 

◇担当課：農業振興課・農地整備課 

・ 農業施設の維持管理や改修を継続的に行うとともにほ場整備事業を推進し、農業基盤の

強化と農業生産の安定を図ります。 

・ 営農組合の設立推進及び認定農業者（新規就農者）の育成を行い、後継者不足による耕

作放棄地の解消を図ります。 

【主な施策】 

・ 農業振興事業の推進 

・ 集落営農補助金交付事業の推進 

・ 認定農業者等支援補助金交付事業の推進 

・ 水田活用推進補助金交付事業の推進の推進 

・ 多面的機能支払交付金制度事業の推進 

・ ほ場整備事業の推進 

・ 中山間地域等直接支払制度事業の推進 

・ 新規就農者確保事業の推進 

 

・ 営農組合や認定農業者による農地集約化の推進 

・ 多面的機能支払制度を用いた維持管理共同化の推進 
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4-4．異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

（１）水道水の確保 

◇担当課：水道業務課・水道工務課 

・ 「三木市公共施設等総合管理計画」、及び「三木市新水道ビジョン」、並びに「三木市水

道事業経営戦略」に基づき、効率的・効果的な企業経営並びに施設管理を進めます。 

・ 水道施設の更新・耐震化を「三木市水道事業アセットマネジメント計画」に基づき、計

画的に進めます。 

・ 応急給水資機材等の備蓄・調達を進めます。 

・ 取水（深井戸）施設の更新を進め、自己水源からの水量確保に努めます。 

・ 水道水の市内各配水区域間の相互融通を最大限活用し、被害の最小化に努めます。 

・ 新たな水源の確保について検討を行います。 
 

【主な施策】 

・ 取水施設の更新の推進 

・ 施設の維持管理の推進 

（２）広域的な応援体制の整備 

◇担当課：危機管理課、水道業務課・水道工務課 

・ 各種訓練を通して、職員の緊急対応能力の向上を図ります。 

・ 水道水の広域的な相互融通のための管路及び体制の維持・拡大に努めます。 

・ 応急給水を相互応援・受援できるように、広域的連携体制の維持・拡大に努めます。 

 

【主な施策】 

・ 職員訓練の実施 

 

・ 取水施設の更新の推進 

・ 職員訓練の実施 
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4-5．農地・森林等の被害による市土の荒廃 

（１）農地・農業水利施設等の保全管理 

◇担当課：農業振興課・農地整備課 

・ 多面的機能支払制度を活用し、地域の主体性・協働力を生かした地域コミュニティ等に

よる農地・農業水利施設等の地域資源の適切な保全管理や自発的な防災・復旧活動の体

制整備を推進します。 

・ ほ場整備（再整備）事業を行い、効率的で災害に強い農地、施設を整備し、施設の維持

管理が行える担い手や地域づくりを推進します。 

・ 営農意欲の低下や耕作放棄などの要因となる有害鳥獣被害を防止するため、有害鳥獣の

侵入防止や捕獲などの有害鳥獣対策を推進します。 
 

【主な施策】 

・ 多面的機能支払制度を活用した推進事業 

・ 鳥獣被害防止総合対策事業 

（２）森林の保全管理 

◇担当課：農業振興課 

・ 地区住民による森林からの落石や湧水等の変状監視の協力を進める等、市への連絡体制

の強化を推進します。 
 

【主な施策】 

・ 森林の保全管理体制の維持・強化を推進する。 

・ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の推進 

 

・ 地滑り対策事業の推進 

・ 多面的機能支払制度を用いた維持管理共同化の推進 

・ 鳥獣被害防止対策の推進 
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5．情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

5-1．災害時に活用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、情報の収集・伝達ができ

ず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（１）防災拠点における情報通信設備等の確保、災害関連情報の伝達手段の多重化 

◇担当課：危機管理課、消防本部・消防署 

・ 更に多様な通信手段の整備を図るとともに、通信施設の停電対策、浸水対策、耐震化を

講じます。 
 

【主な施策】 

・ 移動系防災行政無線交信事業の推進 

・ 三木防災メール、三木安全安心ネット（ひょうご防災ネット）の推進 

（２）防災情報共有システムの適切な管理、訓練 

◇担当課：危機管理課 

・ 災害発生直後に通信機能が有効に活用できるよう、平常時から担当職員への通信施設の

使用方法等の習熟を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 防災訓練、通信訓練の実施 

（３）市民の防災意識の向上 

◇担当課：危機管理課 

・ 市ホームページや市公式ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、三木市防災情報マップをはじ

めとする災害関連の情報提供を継続して行い、市民の防災意識の更なる高揚と防災情報

の周知を図ります。 

・ 自主防災組織の活動支援を通じて、活動の継続と人材育成・指導を図ります。 

 

【主な施策】 

・ 自主防災組織の支援 

・ 啓発活動（防災訓練、教育）の推進 

（４）地域の防災組織の災害対応力強化 

◇担当課：危機管理課、福祉課 

・ 避難行動要支援者に対して、個別支援計画（くらしあんしんシート）を作成します。 

・ 災害時を想定した避難行動要支援者及び支援者の避難訓練を実施します。 
 

【主な施策】 

・ 避難行動要支援者の個別支援計画（くらしあんしんシート）の作成 
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・ 避難行動要支援者及び支援者の避難訓練の実施 

 

・ 自主防災組織育成研修会の開催 

・ 防災訓練（地震想定、風水害想定）の実施 

 

 

5-2．電力やガス等の長期にわたるエネルギー供給の停止 

（１）ライフライン事業者の防災対策と早期復旧に向けた連携強化 

◇担当課：危機管理課 

・ ガス・電気供給事業者の協力を得て、供給施設の耐震性の向上、防災システムの強化、

施設管理・復旧等の防災体制の整備を促進します。 

・ ガス管の新設・入替時に耐震性に優れたポリエチレン管の導入を啓発します。 

・ 変電設備の耐震設計・耐震構造化、耐震性材料の採用等を啓発します。 

・ 各種広報媒体を活用して災害時等における電気保安上の注意点の周知や行政と事業者

が連携した防災訓練等により、二次災害の防止を図ります。 
 

【主な施策】 

・ ライフライン事業者と合同による防災訓練の実施 

（２）多様な電力等の導入促進 

◇担当課：財政課、教育施設課 

・ 災害時にもエネルギー供給ができるよう、公共施設や避難所での再生可能エネルギー等

の設置を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 公共施設への再生可能エネルギー設備設置の推進 

 

・ ライフライン事業者と合同による防災訓練の実施 

 

 

5-3．上下水道の長期にわたる供給停止 

（１）水道施設の耐震化 

◇担当課：水道業務課・水道工務課 
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・ 「三木市公共施設等総合管理計画」、及び「三木市新水道ビジョン」、並びに「三木市水

道事業経営戦略」に基づき、効率的・効果的な企業経営並びに施設管理を進めます。 

・ 水道施設の更新・耐震化を「三木市水道事業アセットマネジメント計画」に基づき、計

画的に進めます。 

・ 上下水道耐震化計画に基づき、被害の最小化を図るため、市内にある防災拠点等の重要

施設に供給する水道施設の耐震化を最優先に進めます。 

【主な施策】 

・ 水道施設耐震化事業の推進 

・ 上下水道耐震化計画の推進 

（２）下水道施設の耐震化 

◇担当課：下水道課 

・ 三木市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、管渠の点検・調査、改築を行い

ます。 

・ 上下水道耐震化計画に基づき、被害の最小化を図るため、市内にある防災拠点等の重要

施設に接続する下水道施設の耐震化を最優先に進めます。 

・ 令和８年度に細川処理区域を公共下水道事業へ統合する予定です。 
 

【主な施策】 

・ 災害時のし尿処理体制の構築 

・ 上下水道耐震化計画の推進 

（３）広域的な応援体制の整備 

◇担当課：危機管理課、水道業務課・水道工務課 

・ 各種訓練を通して、職員の緊急対応能力の向上を図ります。 

・ 水道水の広域的な相互融通のための管路及び体制の維持・拡大に努めます。 

・ 応急給水を相互応援・受援できるように、広域的連携体制の維持・拡大に努めます。 
 

【主な施策】 

・ 職員訓練の実施 

 

・ 水道施設の更新・耐震化の推進 

・ 下水道管路の耐震化対策の実施 

 

 

5-4．山陽自動車道の分断等、内陸の基幹・地域交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 
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（１）広域道路交通機能の強化 

◇担当課：道路河川課、プロジェクト推進課 

・ 県と連携し、緊急輸送道路ネットワークの整備・強化を推進します。 

・ (仮)三木スマートインターチェンジについては、早期完成に向けて整備を推進します。 

（２）地域道路交通機能の強化 

◇担当課：道路河川課、プロジェクト推進課、都市政策課 

・  (仮)三木スマートインターチェンジへのアクセス道路である（市）加佐草加野線、（市）

岩宮大村線の整備を進めます。 

・ 県と連携し、道路事業を推進していきます。 

・ 県と連携し、緊急輸送道路を補助する道路事業を推進していきます。 

・ 橋梁については、長寿命化を目的に、修繕・法定点検結果に基づき三木市橋梁・横断歩

道橋長寿命化修繕計画を作成し、補修を行います。 

・ 三木市舗装修繕計画に基づき、幹線道路の舗装の修繕を行います。 

・ 吉川地域において、山田錦の郷活性化構想に基づき、山田錦の郷エリアを道の駅として

の機能強化及び周辺市道の整備を推進します。また、三田市へのアクセス向上を図るた

め（市）上荒川吉安線の整備を進めます。 

・ 視距の妨げとなっている交差点付近の植栽や街路樹を撤去し交通事故を未然に防ぐ改

築を行います。 
 

【主な施策】 

・ (都)広野吉田線の((一)志染土山線)自由が丘本町周辺の整備 

・ (主)神戸加東線(桃坂バイパス)の整備 

・ (都)神戸三木線及び(都)広野自由が丘線の早期事業化、早期完成 

・ (一)広野永福線の整備 

・ (一)市野瀬有馬線の整備 

・ 計画に基づく舗装修繕（三木市舗装修繕計画） 

・ 計画に基づく橋梁の修繕（三木市橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画） 

・ 通学路の安全確保（三木市子どもの移動経路安全プログラム） 

・ 自転車・歩行者等の空間確保（三木市自転車活用推進計画） 

・ 法面・道路土構造物修繕（三木市道路法面工・土構造物修繕計画） 

・ 計画に基づく側溝維持補修（三木市側溝修繕計画） 

（３）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

◇担当課：建築住宅課 

・ 緊急輸送道路や市が指定する避難路沿道における一定規模以上の建築物の耐震状況を

把握し、耐震基準を満たしていない建築物の所有者に対して、耐震改修等の促進を図り

ます。 
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・ 最新の耐震改修促進法に基づき、三木市耐震改修促進計画を改定します。 

・ 大地震に備えて事前に被災建築物応急危険度判定体制の整備や兵庫県住宅再建共済制

度の加入促進を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 三木市耐震改修促進計画の策定（改定） 

・ 緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の推進 

（４）緊急輸送体制の整備と交通制御 

◇担当課：危機管理課、道路河川課、プロジェクト推進課 

・ 緊急輸送道路、緊急交通路を指定し、未整備区間の整備と併せて耐震性のある交通関連

施設の設置を進めます。 

・ 道路啓開等のルート確保の体制を整備するとともに、自衛隊による空路輸送等、他機関

との協力体制についても検討・設定します。 
 

【主な施策】 

・ 緊急輸送道路、緊急交通路の設定 

・ 交通関連施設の耐震化 

（５）鉄道機能の強化 

◇担当課：交通政策課 

・ 鉄道事業者、国、県とともに鉄道施設の更新・改良を順次実施していきます。 
 

【主な施策】 

・ 鉄軌道のＰＣ（プレストレスト・コンクリート）枕木化及び駅ホームの改修の推進 

 

・ みきインフラ・メンテナンス計画に基づく、市管理道路の舗装修繕、道路ストックの

健全性の点検と修繕、市管理橋梁の点検と修繕及び掛け替の検討の実施 

・ 自転車活用推進計画に基づく、自転車走行空間の整備の実施 

・ 三木市耐震改修促進計画の策定（改定） 
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6．社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

6-1．大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

（１）災害廃棄物処理 

◇担当課：危機管理課、環境課、環境政策課 

・ 平常時から他市町村や民間事業者等の受入基準や受入可能量を把握するとともに、速や

かに復旧・復興を進めるために、迅速に処理ができる方法を検討します。 

・ ごみ・し尿処理の応援要請の内容（ごみ収集車、バキュームカー等の派遣等）及び手順

についてマニュアルを作成します。 

・ 災害等により被害を受けた建物の解体・撤去は、通常、所有者の経費負担で行うこととな

っていますが、復旧・復興に支障がある場合は、公費による解体が実施される場合があり

ます。早期に解体処理できるように解体業者や建設業協会と協議を行います。 

・ 災害発生時には「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」等に基づいて、他市

町村や民間事業者等へ処理委託を行い、迅速な災害廃棄物処理を進めます。 

・ 平常時及び災害発生時における廃棄物処理が、安定的かつ効率的に行えるよう老朽化し

ているごみ処理施設をエネルギー回収型廃棄物処理施設並びにマテリアルリサイクル

推進施設に更新します。 
 

【主な施策】 

・ 被災状況の調査結果に基づいた災害廃棄物の発生予測 

・ 災害廃棄物の発生総量から必要な仮置場の確保と処理体制の構築 

・ 救援物資の搬送ルートも考慮した災害廃棄物処理ルートの確保 

・ 次期ごみ処理施設では必要に応じて災害廃棄物の処理を行う 

（２）堆積土砂の撤去 

◇担当課：環境課、道路河川課  

・ 災害等により宅地等の民有地に土砂・廃棄物等が堆積した場合、堆積土砂排除事業を活

用し、市による土砂等の一括撤去を促進します。 
 

【主な施策】 

・ 土砂撤去の担当部署、手順、仮置き場、搬出ルート等検討設定 

 

・ 廃棄物の仮置場として必要な面積の確保 

 

 

6-2．貴重な文化財や環境的資産の喪失等による有形・無形の文化の衰退・損失 
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（１）文化財の耐災性の向上 

◇担当課：文化･スポーツ課 

・ 指定文化財のうち、市が所有する文化財については教育委員会が対策を検討し、実施す

るほか、その他の文化財については所有者及び管理者に対して対策を講ずるよう啓発し

ます。 

・ 文化財の災害危険性に応じて、「重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策の

あり方 H21.4」に基づいた対策を検討します。 
 

【主な施策】 

・ 建造物、美術工芸品、史跡・名勝に対する災害対策及び火災対策 

・ 地震時にも使用可能な消火水利（耐震性貯水槽・自然水利）の確保 

・ 地震時にも使用可能な可搬式ポンプ等の消火施設の整備 

・ 文化財建造物の所有者と地域住民等の共助体制の構築 

・ 周辺地域における建築物の不燃化や空地の確保による延焼拡大防止対策 

・ 危険性の高い地区等の防災に係る事項に関する「文化財周辺地区防災計画（仮称）」

策定の検討 

 

・ 「重要文化財建造物及びその周辺地域の総合防災対策のあり方 H21.4」に基づいた対策

の検討 
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7．独自シナリオ 

7-1．地域コミュニティの崩壊等による復旧・復興の遅れ 

（１）地域の防災・復興人材の育成 

◇担当課：危機管理課、都市政策課、秘書広報課 

・ 防災組織の維持・充実化を図るため、地域に対して、①啓発資料の作成 ②各種講演会、

懇談会等の実施 ③情報の提供 ④各自治会等への個別指導・助言 ⑤各自治会等との訓

練、研修会の実施 ⑥顕彰制度の活用 ⑦活動拠点施設の整備 ⑧防災用資機材の整備補

助 ⑨女性や若者の参画促進やリーダー育成 ⑩事前復興計画の作成と周知等について

育成・指導・支援します。 

・ 事前復興計画の策定等により、復興の目標像を市民と行政が共有できるよう図ります。 
 

【主な施策】 

・ 自治会の防災活動・教育訓練の支援 

・ 防災・避難情報から復興の目標イメージまで体系的な情報提供 

（２）災害ボランティア活動支援体制の整備 

◇担当課：危機管理課、市民協働課 

・ 各種ボランティア団体との連携を図り、平常時の登録、研修制度、災害時におけるボラ

ンティア活動の調整を行うコーディネーター等の体制を整備し、ボランティア活動の拠

点を確保します。 

・ 災害ボランティアセンターを設置する際の手順を明確化するとともにインターネット

や県の制度を活用したボランティア情報の管理運用体制を確立し、ボランティアの登

録・研修を進めます。 

・ ホームセンター等の企業と協力してボランティア活動の初動時に必要となる資機材の

確保に努めます。 

・ 企業、三木市のファン層、国内外の姉妹・協定都市等、ボランティア派遣の後背母体と

なる協力組織・連携人脈等の裾野の拡大を図ります。 
 

【主な施策】 

・ 災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議（ひょうごボランタリープラザ）、

日本赤十字社、社会福祉協議会等との連携 

・ 災害ボランティアセンターの開設・運営マニュアルの作成 

・ 三木市情報ネットワークシステムによるボランティア情報の管理 

・ 兵庫県災害救援専門ボランティア制度を活用したボランティアの登録・研修等 

・ ホームセンター等との連携・協定によるボランティア活動の初動時に必要となるス

コップ、じょれん、一輪車等の資機材の確保 

・ 企業の自主防災組織のボランティア参加、建設業（道路啓開等）や流通業（支援物資

の供給等）等の協力体制の構築 
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・ ふるさと納税利用者、ゴルファー等との連携 

・ 国内外の姉妹都市提携・相互応援協定等、災害時の協力体制の拡大 

（３）地籍調査の実施 

◇担当課：農地整備課 

・ 災害後の円滑な復旧・復興と土地境界トラブルの未然防止を図るため、土地に関する筆

界等を明確にする地籍調査を実施します。 

【主な施策】 

・ 地籍調査事業 

 

・ 自主防災組織育成研修会の開催 

・ 防災訓練（地震想定、風水害想定）の実施 
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第 ６ 章  重 要 業 績 指 標 （ Ｋ Ｐ Ｉ ）                  

第５章で示した施策の推進方針の進捗状況を把握するための重要業績指標（ＫＰＩ）を次

のように設定します。 

 

指標名 基準値 目標値 備考 
関係する 

推進方針 

住宅の耐震化率 
 83.6％ 

(R5 年) 

おおむね 

解消 

(R17 年) 

国目標・県目標に準じた目

標値としている。 

1-1 

特定空家等の改善件数 57 棟 70 棟 116 棟中の改善件数 
1-1 

就学前教育・保育施設の耐

震化棟数 
0 棟 2 棟 未耐震の施設全 2 棟 

1-1 

橋梁の長寿命化対策（修繕）

実施率 

14.7％ 

(R8.4 月) 

100％ 

(R14.3 月) 

全 34 箇所中の実施率 

（5 箇所完了） 

1-1、5-4 

防災街区課題地域の取組地

区数 
2 地区 3 地区 

全 18 地区（令和 7 年度時

点） 

1-2 

自治会の自主防災組織の設

置率 
100％ 維持  

1-3、5-1、7-

1 

自主防災組織の訓練等防災活動の件数 

 

地域単位 7 地域 10 地域  
1-3、5-1、7-

1 

自治会単位 87 地区 199 地区  
1-3、5-1、7-

1 

地滑り対策工事の実施済み

件数 
5 箇所 18 箇所 

8 区域 18 箇所のうち、18 箇

所実施目標 

1-4 

ため池改修・廃止事業着手

済箇所数 
16 箇所 28 箇所 

改修 20 箇所・廃止 8 箇所

のうち、28 箇所実施目標 

1-3 

スマートインターチェンジ

の供用 
R8 年度 R8 年度  

5-4 

上水道の浄水施設、配水池、水道管路、基幹管路の耐震化率 

 

浄水施設 72.2％ 72.2％ 
〔能力比〕 

11,400／全 15,800ｔ/日 

2-4、5-3 

 

配水池 94.9％ 97.2％ 

〔容量比〕 

33,729／全 35,552ｔ 

34,124／全 35,125ｔ 

2-4、5-3 

 

水道管路 32.8％ 36.8％ 
205.8／全 626.7km 

(205.8+5.0*5)／全 626.7km 

2-4、5-3 

 

基幹管路 32.4％ 33.6％ 
27.9km／全 86.0km 

(27.9+0.2*5)km／全 86.0km 

2-4、5-3 

 

※基準値・目標値の年次は、特に記載がない場合、基準値は令和６年度時点、目標値は令和 12 年度末時点の数字 
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指標名 基準値 目標値 備考 
関係する 

推進方針 

救急救命士数 84.4％ 100％ 
全 32 人中の割合 

数値は運用救命士数 

2-1、2-2 

予防接種法に基づく予防接

種麻しん･風しんワクチン

の接種率 

第 1 期: 

95.5％ 

第 2 期: 

89.5％ 

97％ 第１期・第２期ともに 

2-3 

下水道管路の耐震化対策 15ｋｍ 17 ㎞ 
基準値は管更生 H25～R7 実

績 

2-6、5-3 

災害応援協定等の締結数 93 団体 100 団体  
2-4、2-5 

三木安全安心ネットの登録

者数 
 7,640 人 8,000 人  

1-3、5-1 

三木安全安心ネットのスマ

ートフォンアプリの登録者

数 

11,139 人 15,000 人  

1-3、5-1 

避難行動要支援者のうち、

同意者数 
1,503 人 2,000 人 

R7年3月31日現在、支援必要

数1,944人、うち同意あり

1,503人 同意なし441人 

5-1 

市内事業者への事業継続力

強化計画（ＢＣＰ）策定支援

件数 

5 件／年 22 件／年 

三木商工会議所、吉川町商工

会、中小企業サポートセンタ

ーによる支援件数 

4-1 

査察件数 30.8％ 30％ 807 件／年 
4-2 

鉄道駅のうち耐震基準を満

たしている駅の数 
28.6％ 30.0％ 

市内の鉄道駅 7 駅のうち、耐

震基準を満たしている駅は2

駅（恵比須駅及び三木駅下り

駅舎）。 

5-4 

農地中間管理機構への預け

入れ農地面積 
219ha 270ha H27～R06 実績 

4-3 

営農組合組織数 54 組織 70 組織  
4-3 

認定農業者数 52 人 70 人  
4-3 

ため池講習会による指導 毎年 維持 防災重点ため池 
1-3 

農地地すべり防止施設の点

検 
年 1 回 維持  

1-3 

山腹崩壊危険箇所のパトロ

ール 
年 1 回 維持  

1-3 

災害時協力井戸の登録数 － 50  
2-4 

※基準値・目標値の年次は、特に記載がない場合、基準値は令和６年度時点、目標値は令和 12 年度末時点の数字 
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第 ７ 章  計 画 の 推 進                    

１．計画の推進 

本計画に位置づけた取組は、本市の防災・減災に関するものであることから、「三木市地域

防災計画」と一体となって推進するとともに、「三木市総合計画」や各分野別計画等と連携し

ながら、総合的に取り組んでいきます。 

本計画に掲げる施策の推進方針に基づき、担当部局において、重点施策を優先的に進めな

がら、施策を実施していきます。 

 

 

２．推進体制 

本市の強靱化を効果的に推進するために、本市の各部局を中心に、国や県、近隣市町をは

じめ、市民・議会・企業・団体・行政の全ての人々による「チーム三木」で推進していきま

す。 

特に、施策を実施する関連部局を中心とした庁内組織を設置し、施策やＫＰＩの進捗状況

を確認するとともに、情報を共有しながら推進していきます。 

 

 

３．計画の進行管理 

本計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、施策の進捗状況を確認し、担当課にお

いて、施策の実施に向けた改善・見直しを行います。また、計画策定後に発生した自然災害、

法律の改正、上位・関連計画の改定状況等を踏まえながら検証・評価を行い、必要に応じて

計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定 

・施策・事業の具体化 

・施策の改善・見直し 

・KPI の改善・見直し 

・次期計画の見直し 

・担当課で施策を実施 

・市民、議会、企業、

団体それぞれの役

割を実施 

・施策の進捗状況の

点検・評価 

・KPI の点検・評価 

・結果報告 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

Ｄｏ 

（実施） 

Ｃｈｅｃｋ 

（評価） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善） 
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〔参考〕計画の推進体制の確認リスト 

国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）策定・改訂編より 

 

計画の推進体制の確認リスト 

視点 
チェック項目 

該当する方に○ 
No. 内容 

① 首長のリー

ダーシップ

について 

１ 地域計画に定めている施策やＫＰ

Ｉの進捗状況について、首長と共有

できているか 

できていない できている 

② 全庁体制に

ついて 

２ 地域計画の推進に際して、全庁での

推進体制ができているか 
できていない できている 

③ 多様な主体

の連携・協力

について 

３ 地域計画の推進に際して、主要な主

体（地元組織、民間事業者等）、住民、

専門家等の参加を得ているか 
できていない できている 

４ 自市が国土強靱化の取組を進めて

いることを住民に知ってもらうた

めの積極的な活動ができているか 

できていない できている 

５ 民間企業や住民、ＮＰＯ等との協定

を結んだり、合同訓練を行ったりす

る等の「共助」の体制ができている

か 

できていない できている 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○のついた項
目について、
推進体制の構
築を検討する 

引き続き取組
を進める 

計画の見直しに向けての 
チェックフローへ 
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〔参考〕計画の見直しに向けてのチェックフローと確認リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＴＡＲＴ 

④最近発生した自然災害に照

らして地域計画を確認 

⑤策定後に行われた法律改正、

基本計画の見直し、国の支援

策、自市の計画改定（総合計

画等）に照らして地域計画を

再確認 

⑥最近、県内で発生した災害に

照らして地域計画を再確認 

被災想定・リスクシナリオ、

脆弱性評価と施策の再確認

の必要がある 
 
→④～⑧を見直し・確認する 

脆弱性評価と施策の再確認

の必要がある 
 
→⑤～⑧を見直し・確認する 

 
再確認を 
行った 

 
再確認を 
行った 

脆弱性評価と施策の再確認

の必要がある 
 
→⑥～⑧を見直し・確認する 

 

 再確認して 
いない 

 
再確認して 

いない 

 再確認して 
いない 

再確認を 
行った 

施策やＫＰＩの進捗を確認

する仕組みを取り入れる必

要がある 
 
→⑦～⑧を見直し・確認する 

⑦施策やＫＰＩ（重要業績指

標）の進捗状況を確認する仕

組み（年次計画（アクション

プラン）や各種計画の進捗確

認等）の有無 

Ｃｈｅｃｋ 

 ない 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

施策を追加するか、ＫＰＩの

再設定を行う必要がある 
 
→⑧を見直しする 

ある 

⑧施策やＫＰＩの未達項目の

有無、または達成済み項目で

目標の再設定が必要なもの

の有無  ない 現地域計画を着実に実施する 

 ある 
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計画の見直しに向けての確認リスト 

視点 
チェック項目 

該当する方に○ 
No. 内容 

④ 最近発生し

た大規模自

然災害につ

いて 

６ 全国で発生した災害と同様の災害

が自市に起こる可能性があるか、あ

るとして地域計画で想定している

か。 

可能性はある

が、想定して

いない 

可 能 性 は な

い、又は想定

している 

⑤ 策定後の知

見について 

７ 策定後の知見を参照して地域計画

の内容をチェックしているか。 

・法律改正 

・基本計画の見直し 

・被災想定の改定   等 

チェックして 

いない、又は 

チェックして 

見直しの必要 

がある 

チェックし 

て、見直しの 

必要なし 

⑥ 県内で発 

生した自 

然災害に 

ついて 

８ 計画策定後に県内で発生した自然

災害は、現地域計画で想定している

想定災害に含まれていたか。 

含まれて 

いなかった 
含まれていた 

９ 計画策定後に県内で発生した自然

災害による被害について、現地域計

画で想定している「最悪の事態」に

含まれていたか。 

含まれて 

いなかった 
含まれていた 

⑦ 進捗の確認

について 

10 施策やＫＰＩの進捗を確認するた

めの仕組みを構築してあるか。 

・年次計画（アクションプラン）の

作成 

・各種計画の進捗の共有等 

構築して 

いない 

構築して 

ある 

⑧ 施策やＫＰ

Ｉについて 

11 施策やＫＰＩで設定した目標値を

達成したものについて、目標値を上

方修正したり、新たな施策やＫＰＩ

を設定したりする必要はないか。 

必要がある 必要はない 

12 施策やＫＰＩの目標値が達成でき

ていないものは、施策の追加等の見

直しを行う必要はないか。 

必要がある 必要はない 

 

 

 

  

 

 

 

 

○のついた項
目について、
脆弱性評価・
対応方策等の
見直しを検討
する 

引き続き取組
を進める 

ＰＤＣＡサイクル 
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